
北
魏
官
螢
貿
易
に
關
す
る
考
察

ー
西
域
貿
易
の
展
開
を
中
心
と
し
て
ー
『

’
　
　
　
　
　
，
　
前
　
　
田
　
　
．
正
　
　
’
名
」

　
　
　
　
一
　
ま
え
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
、
こ
れ
ら
の
國
々
と
の
間
に
螢
ま
れ
た
貿
易
は
封
西
域
貿
易
に

　
　
　
　
二
北
魏
以
前
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
べ
る
と
、
北
魏
祉
會
に
與
え
た
影
響
は
少
い
。
西
域
渡
來
の
珍
賓

　
　
　
　
三
　
北
魏
西
域
貿
易
の
開
始
と
第
一
波
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類
や
諸
種
の
技
術
は
、
當
時
た
し
か
に
北
魏
人
の
眼
を
眩
惑
し
た
よ

　
　
　
　
四
太
和
に
於
け
る
府
庫
の
集
積

　
　
　
　
五
第
二
波
時
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
で
あ
る
。
多
く
の
史
料
は
い
か
に
き
ら
び
や
か
な
光
を
俘
っ
て
、
　
．
鴨

　
　
　
　
六
　
む
す
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ら
が
北
魏
肚
會
に
受
け
取
ら
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
　
赴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轍

　
　
　
　
　
　
曙
　
ま
え
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
驚
き
の
中
に
、
我
々
は
恰
も
サ
ラ
セ
ン
の
優
れ
た
自
然
科
學
が
、

　
　
　
北
魏
は
世
組
太
武
帝
の
時
代
か
ら
封
西
域
官
螢
貿
易
が
展
開
ざ
れ
　
　
科
學
精
挿
の
芽
生
え
な
い
周
邊
の
國
々
に
は
魔
術
的
糖
い
を
以
て
迎

　
　
た
。
こ
の
貿
易
の
結
巣
、
タ
リ
ム
盆
地
周
縁
の
オ
ア
シ
ス
國
家
、
中
　
　
え
入
ら
れ
た
歴
史
を
想
起
す
る
Q

　
　
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
方
面
の
諸
國
か
ら
珍
奇
な
貨
財
が
北
魏
に
も
た
　
　
　
問
題
は
こ
瓦
に
存
す
る
。
非
常
に
水
準
の
高
い
交
睨
と
し
て
受
け

　
　
ら
さ
れ
、
胡
商
は
績
々
渡
來
し
商
販
は
北
魏
肚
會
内
に
於
て
盛
行
、
・
　
　
取
ら
れ
、
異
常
な
刺
戟
を
與
え
た
西
域
將
來
の
珍
奇
な
「
珍
寳
」
は
、

　
　
忽
ち
そ
の
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
果
し
て
今
ま
で
論
か
れ
て
き
た
よ
う
な
軍
な
る
奢
修
品
と
し
て
の
性

　
　
　
太
武
帝
の
時
始
め
ら
れ
た
官
螢
貿
易
は
封
西
域
諸
國
の
み
な
ら
す
、
　
格
に
止
っ
た
か
、
ど
う
か
。
專
制
王
朝
が
維
欝
す
る
官
螢
貿
易
と
し

　
　
蠕
蠕
、
庵
莫
奨
、
高
麗
な
ど
北
方
、
東
北
方
の
國
々
を
も
含
ん
で
い
　
　
て
交
易
が
行
わ
れ
た
以
上
、
そ
れ
は
、
國
内
で
形
成
さ
れ
て
い
く
北

粥
　
る
。
そ
し
て
殊
に
太
和
年
間
に
盛
大
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
　
　
魏
王
朝
の
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
形
成
の
陰
影
を
宿
し
て
い
る
も
の
で
は



魏
　
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
由
々
し
い
國
内
問
題
を
残
す
。

　
　
．
元
來
、
中
國
北
邊
に
於
て
遊
牧
生
活
を
主
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
　
　
　
漢
人
に
よ
る
宮
路
の
猫
占
、
均
田
制
と
こ
れ
に
伴
う
諸
政
策
の
施

　
　
れ
る
拓
蹟
部
肚
會
が
、
從
來
の
部
族
組
織
を
解
髄
し
て
新
し
い
郡
縣
　
　
行
、
奮
部
人
の
反
感
を
買
い
な
が
ら
も
辿
る
漢
化
の
途
、
こ
れ
ら
は

　
　
的
組
織
へ
と
止
揚
さ
れ
て
い
く
時
、
我
々
の
眼
に
強
く
映
す
る
も
の
　
　
眼
前
に
漢
人
肚
會
を
踏
ま
え
た
北
魏
王
朝
の
専
制
國
家
髄
制
を
整
え

　
　
は
、
そ
の
肚
會
組
織
の
憂
化
と
生
活
の
韓
攣
に
よ
る
國
内
の
動
樒
で
　
　
よ
う
と
す
る
努
力
の
現
れ
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
均
田
昏

　
　
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
い
わ
ゆ
る
五
胡
十
六
國
の
動
齪
と
い
う
外
部
　
　
制
嚢
布
以
後
の
勧
農
政
策
は
王
朝
の
異
常
な
奨
罰
に
も
拘
ら
ナ
、
決

　
　
的
事
情
に
よ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
砒
會
と
生
活
　
　
し
て
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
朝
廷
は
明
か
に
地
方
官
吏
の
取
締

　
　
の
激
動
の
渦
中
に
あ
．
て
、
責
し
て
そ
の
方
針
を
貫
徹
せ
ん
手
り
に
失
敗
し
て
い
鯉
屡
々
出
さ
れ
た
官
吏
涛
畜
裂
や
・
北

舞
醐
馨
騒
周
圃
の
抵
抗
《
あ
．
て
起
し
た
も
灘
讐
る
國
用
不
足
を
訴
え
る
廷
臣
達
の
動
き
に
、
こ
の
昧
伽

　
　
　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
登
國
元
年
（
三
八
六
）
太
祖
道
武
　
こ
の
参
な
困
難
農
碧
中
に
も
・
北
墾
朝
が
異
常
な
決
意
曙

　
　
帝
が
諸
部
蟹
の
嚴
命
姦
し
、
分
土
定
佳
せ
し
め
毒
移
を
許
さ
と
努
ガ
を
以
つ
て
・
そ
2
ア
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
を
形
成
し
て
い
く
以
上
・

　
　
ナ
、
諸
部
長
、
大
人
を
も
編
民
と
運
く
し
て
か
ら
、
既
に
北
族
系
ご
の
態
度
は
官
讐
易
鏡
れ
な
い
筈
は
な
い
・
周
圃
の
抵
抗
を
排

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
貴
族
の
反
王
朝
的
性
格
を
反
映
し
た
。
有
名
な
大
人
官
制
度
の
片
影
　
　
し
な
が
ら
・
王
朝
椹
力
の
一
翼
を
捲
う
も
の
と
し
て
経
螢
さ
れ
た
も

　
　
も
薄
れ
る
に
つ
れ
、
奮
部
民
保
護
政
策
は
お
こ
た
ら
れ
、
一
時
的
な
　
　
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
・
こ
の
官
瞥
貿
易
の
消
長
・
殊
に
西
域

　
　
領
民
酋
長
制
と
い
」
、
八
國
制
と
い
ム
、
蓮
命
的
な
漢
化
の
前
に
は
　
　
諸
國
と
の
貿
易
の
消
長
を
あ
と
す
け
、
こ
れ
に
封
す
る
王
朝
の
態
度

　
　
つ
い
に
こ
れ
す
ら
お
ぼ
ろ
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
孝
文
　
　
と
支
配
階
級
の
態
度
、
貿
易
に
關
し
て
王
朝
が
周
圃
の
支
配
階
級
に

　
　
帝
の
徹
底
し
た
政
策
韓
換
に
よ
り
、
根
底
か
ら
奮
部
族
的
色
彩
を
持
　
　
封
し
て
と
っ
た
態
度
、
更
に
流
入
し
て
き
た
珍
寳
類
の
流
通
過
程
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
つ
組
織
は
崩
壌
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
義
に
北
族
系
貴
族
の
沈
倫
と
い
　
　
分
析
し
て
見
る
こ
と
に
よ
り
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
民
國
三
十
七
年
、
呂
思
勉
氏
が
爾
晋
南
北
朝
史
を
著
さ
れ
、
北
魏
　
　
民
か
ら
西
域
使
者
を
願
う
者
を
募
り
、
こ
れ
に
節
を
與
え
、
交
易
品

　
　
西
域
貿
易
は
軍
に
射
利
的
性
格
で
あ
る
こ
と
を
論
断
さ
れ
、
最
近
、
，
　
　
」
を
所
持
せ
し
め
て
派
遣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
又
、
伊
瀬
仙
太
郎
助
教
授
が
「
北
魏
の
西
域
経
螢
」
の
中
で
射
利
的
　
　
．
こ
れ
は
國
家
椹
力
に
よ
り
欝
れ
る
官
螢
隊
商
團
の
派
遣
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
性
格
を
述
べ
ら
れ
た
。
私
は
先
學
の
諸
論
と
い
さ
ふ
か
見
解
を
異
に
　
　
以
來
、
断
績
し
な
が
ら
六
朝
時
代
の
動
齪
期
に
入
る
が
、
東
西
交
易

　
　
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
瓦
に
小
論
を
獲
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
　
は
こ
の
期
に
一
段
と
獲
展
し
、
西
域
商
費
が
多
数
渡
來
し
て
來
た
。

　
　
　
二
北
魏
以
前
　
　
　
　
　
－
　
や
が
て
渡
來
西
域
人
の
子
孫
が
北
齊
、
北
周
の
時
代
か
ら
徐
々
に
肚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
會
的
地
位
を
向
上
し
て
擾
頭
し
、
階
、
唐
に
入
り
更
に
多
く
の
西
域

　
　
　
　
一
髄
、
史
上
に
現
わ
れ
る
封
西
域
宮
螢
賀
易
は
前
漢
武
帝
の
時
代
　
　
入
を
迎
え
て
、
こ
逗
に
華
麗
な
世
界
帝
國
の
一
面
が
織
り
成
さ
れ
て

　
　
張
蕎
の
西
域
派
遣
の
結
果
と
し
て
起
っ
た
東
西
交
易
が
最
初
で
あ
る
。
　
い
く
。

前
漢
書
西
穰
に
　
　
　
　
　
　
六
朝
時
代
の
西
警
臨
後
幕
國
の
崩
壊
と
同
時
に
活
動
を
“

　
　
　
　
西
域
は
孝
武
の
時
を
以
て
始
め
て
通
す
。
本
、
三
十
六
國
、
其
　
－
始
め
た
諸
民
族
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
從
っ
て
女
々
と
興
亡
す
る
　
一

　
　
　
　
の
後
、
梢
土
、
分
れ
て
五
十
絵
に
至
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
小
國
に
よ
っ
て
経
螢
さ
れ
、
そ
れ
が
北
魏
に
受
け
綴
が
れ
て
や
」

　
　
と
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
　
、
　
　
　
　
　
閣
　
　
　
　
　
　
、
　
　
持
綾
的
に
行
わ
れ
る
ま
で
に
は
、
殆
ん
ど
河
西
に
起
っ
売
國
々
に
よ

　
　
　
元
鼎
年
間
に
は
河
西
に
武
威
、
張
抜
、
酒
泉
、
敦
煙
の
四
郡
を
置
　
　
り
凋
占
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
五
胡
十
六
國
時
代
に
な
う

　
　
い
て
西
域
貿
易
を
掌
握
し
た
。
史
記
大
宛
傳
に
は
こ
の
間
の
消
息
を
　
　
て
か
ら
の
概
観
を
試
み
る
。

　
　
物
語
つ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
時
代
に
は
河
西
に
激
多
の
小
國
家
が
建
て
ら
れ
た
。
猫
立
國

　
　
　
　
初
め
酒
泉
郡
を
置
き
、
以
て
西
北
の
國
に
通
ナ
。
因
っ
て
釜
土
　
　
家
形
成
の
可
能
性
が
、
農
耕
、
牧
畜
共
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
こ

　
　
　
　
使
を
襲
し
、
安
息
、
奄
察
、
黎
軒
、
條
枝
、
身
毒
國
に
抵
る
。
　
　
と
に
存
す
る
こ
と
は
既
に
拙
稿
、
「
河
西
史
の
基
礎
構
造
」
に
於
て
述

　・
4
7
　
と
述
べ
て
い
る
。
同
傳
を
追
う
て
護
め
ば
、
漢
代
に
於
て
は
廣
く
吏
　
　
べ
た
。
し
か
し
、
桶
度
び
こ
こ
に
國
が
建
て
ら
れ
る
と
、
い
わ
ゆ
る



姻
．
通
廊
地
帯
L
に
當
．
て
い
る
爲
に
震
貿
易
の
死
命
を
制
し
た
檬
も
し
か
し
・
墓
の
時
代
に
矯
し
棊
た
西
婆
明
は
・
前
涼

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
す
、
永
興
二
年
（
三
〇
五
）
糞
欝
涼
州
刺
時
代
に
比
し
て
更
に
華
か
な
も
の
が
襲
さ
れ
る
・
沓
書
省
＝

　
　
史
張
軌
が
涼
土
鋸
絨
城
藁
い
た
時
、
そ
の
講
が
見
ら
れ
る
。
．
三
墓
傳
上
に
よ
る
と
・
墓
の
こ
貧
う
な
貿
易
制
限
・
商
轟

　
　
す
な
わ
ち
前
涼
國
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
力
抑
璽
の
政
箆
も
拘
ら
ナ
・
國
内
の
醸
は
さ
か
ん
と
な
ぞ
協

　
　
　
密
．
馨
八
七
張
軌
傳
の
申
に
、
灘
の
絶
え
な
い
涼
土
と
萎
の
　
つ
た
・
交
通
路
は
整
備
さ
れ
・
工
商
は
毒
道
で
貿
販
し
・
族
人
は

　
　
間
を
質
客
が
往
來
し
た
こ
と
を
偲
ぱ
せ
る
記
事
が
あ
り
、
同
書
同
巻
　
　
匝
た
る
所
で
必
要
な
晶
物
を
入
手
す
る
こ
と
が
出
來
た
と
い
う
。
殊

　
　
の
張
駿
傳
に
も
、
成
和
九
年
（
三
三
四
）
以
來
毎
歳
、
涼
土
と
建
康
　
　
に
蘭
州
か
ら
長
安
に
向
う
滑
道
に
は
所
々
に
騨
亭
が
設
け
ら
れ
、
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
の
間
に
使
者
の
往
來
が
絶
え
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
　
　
　
販
が
行
わ
れ
齢
。
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
、
前
涼
に
於
て
は
張
駿
の
時
代
、
威
和
五
年
（
三
三
〇
）
か
ら
本
格
　
こ
の
警
は
そ
の
ま
・
後
涼
繕
承
さ
れ
、
呂
光
は
建
元
＋
拳
『

　
　
的
な
官
螢
西
域
貿
易
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
汗
血
馬
、
火
洗
布
、
そ
　
　
　
（
暫
太
元
七
年
、
三
八
二
）
鋸
藪
國
そ
の
他
西
域
諸
國
の
討
伐
を
行
　
磁

　
　
の
他
蓼
品
が
將
來
さ
れ
た
・
我
々
は
い
か
に
前
仙
奎
の
身
邊
暴
い
こ
の
結
果
樂
器
・
樂
人
な
ど
が
多
竜
た
ら
さ
れ
た
・
呂
光
縣

　
　
嘆
に
値
す
る
奢
修
品
が
集
積
せ
ら
れ
て
い
た
か
を
、
十
六
國
春
秋
の
　
　
の
姑
賊
城
凱
旋
は
更
に
珍
費
類
を
姑
減
に
集
積
す
る
こ
と
」
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
記
載
に
よ
り
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呂
氏
の
府
庫
の
み
な
ら
す
、
後
涼
の
貴
族
達
の
手
に
も
渡
っ
て
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
九
世
七
六
年
で
前
涼
が
亡
び
、
太
元
二
年
（
三
七
七
）
前
秦
が
前
　
　
た
ら
し
臨
。
太
元
十
四
年
（
三
八
九
）
は
呂
光
が
三
河
王
と
稽
し
、

　
　
涼
に
代
っ
て
河
西
の
支
配
者
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
も
同
様
に
西
域
　
　
愈
≧
河
西
に
威
を
張
る
年
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
北
魏
は
北
燕
を
降
し

　
　
諸
國
か
ら
商
費
が
來
、
奢
修
晶
は
お
び
た
～
し
く
流
入
し
て
き
た
。
　
　
て
申
山
を
得
、
隆
安
二
年
（
三
九
八
）
、
拓
蹟
珪
は
都
を
準
城
に
移
し

　
　
符
堅
は
こ
の
西
域
貿
易
に
伴
う
商
費
勢
力
の
篠
頭
と
、
官
僚
の
腐
敗
　
　
た
の
で
あ
る
。

　
　
と
を
憂
慮
し
て
貿
易
を
制
限
し
、
商
質
を
璽
迫
し
た
。
且
つ
官
僚
の
　
　
　
隆
安
四
年
（
四
〇
〇
）
李
嵩
が
敦
焼
に
西
涼
を
建
て
る
。
が
、
僅

　
　
非
違
行
爲
者
の
庭
罰
を
行
い
、
西
域
諸
國
の
討
伐
さ
え
断
行
し
て
い
　
　
か
に
東
都
善
王
の
逡
使
が
一
回
見
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
南
涼
は
西



　
　
弔
に
在
り
、
河
西
通
廊
地
幣
か
ら
離
れ
て
い
た
ふ
め
、
こ
れ
又
、
西
　
　
に
集
中
せ
ら
れ
た
西
域
將
來
の
貿
易
品
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
域
貿
易
に
大
し
た
役
割
は
負
わ
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
．
前
涼
か
ら
北
涼
に
い
た
る
ま
で
、
河
西
に
君
臨
し
た
諸
王
は
、
・
い

　
　
　
北
涼
は
沮
渠
氏
が
姑
減
に
篠
っ
て
河
西
路
を
掌
握
し
、
北
魏
の
世
　
　
す
れ
も
封
西
域
貿
易
に
よ
り
身
邊
に
珍
寳
類
を
集
積
し
て
い
る
。
王

　
　
祀
太
武
帝
に
降
る
ま
で
河
西
路
を
通
る
貿
易
を
支
配
し
た
。
こ
の
散
　
　
は
臣
下
や
貴
族
達
に
こ
の
珍
寳
が
流
れ
て
い
く
こ
と
を
、
極
力
警
戒

　
　
曾
態
は
北
涼
が
屡
々
、
北
魏
や
宋
に
献
す
る
晶
目
に
よ
り
知
ら
れ
る
が
、
　
し
た
。
絡
じ
て
言
え
ぱ
河
西
諸
國
は
國
家
規
模
が
小
さ
ぐ
、
存
績
期

　
　
何
よ
り
沮
渠
蒙
遜
が
通
過
す
る
商
頁
に
交
通
税
を
課
し
て
い
た
事
實
　
　
間
も
短
く
、
し
た
が
っ
て
一
般
に
組
織
立
っ
た
統
一
政
椹
が
持
績
的

　
　
が
明
白
に
こ
れ
を
物
語
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
に
官
螢
貿
易
を
有
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
だ
。
こ
の
故
に
、
貿

　
　
　
す
な
わ
ち
魏
書
雀
九
九
沮
渠
牧
腱
傳
の
申
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
易
開
始
に
件
う
肚
會
の
反
鷹
も
、
未
だ
明
か
艇
看
取
さ
れ
な
い
ま
ム

　
　
　
　
切
り
に
商
建
税
し
、
以
て
行
族
を
學
る
は
罪
の
四
な
り
。
－
に
終
．
た
。
や
が
て
西
警
易
は
北
墾
朝
の
管
掌
す
る
所
と
な
．
僻

　
　
と
出
て
い
る
事
實
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萄

　
　
　
こ
の
よ
う
姦
況
で
あ
っ
た
か
ら
・
沮
渠
氏
も
亦
・
將
來
さ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
北
魏
西
域
貿
易
の
開
始
と
第
一
波
時
代
・

　
　
西
域
珍
寳
を
府
庫
に
集
積
す
る
こ
と
を
得
た
。
そ
れ
は
奢
修
品
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
て
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
く
な
用
途
に
充
て
ら
れ
た
。
魏
書
巻
三
六
　
　
　
道
武
帝
の
頃
は
北
魏
の
勢
威
が
未
だ
河
西
地
方
を
直
接
支
配
し
て

　
　
李
順
傳
に
よ
る
と
、
世
組
が
蒙
遜
を
討
伐
し
よ
う
と
し
た
際
、
李
順
　
　
い
な
い
。
大
禮
、
善
部
民
制
を
解
髄
し
て
新
な
編
民
化
が
完
了
し
た

　
　
が
こ
れ
に
反
封
し
た
が
、
そ
れ
は
實
は
蒙
遜
か
ら
賂
と
し
て
金
寳
を
　
　
と
思
わ
れ
る
天
興
元
年
（
三
九
八
）
卒
城
に
遷
都
し
て
、
中
國
的
專

　
　
贈
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
王
朝
の
膣
制
に
入
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
時
代
は
烏
丸
や
高
車
の
討

　
　
　
同
じ
く
同
條
の
沮
渠
牧
腱
の
條
に
、
北
魏
討
伐
軍
の
侵
入
し
な
い
　
　
伐
を
行
い
、
丁
零
の
内
附
も
見
ら
れ
た
か
ら
、
京
師
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
前
、
牧
牲
が
姑
城
城
の
府
庫
か
ら
金
銀
珠
玉
を
持
ち
出
し
た
こ
と
、
・
　
　
そ
の
支
配
は
む
し
ろ
北
方
に
延
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

細
　
毒
藥
を
蓄
え
て
い
た
こ
と
な
ど
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
北
涼
王
　
　
　
前
述
の
通
り
隆
安
四
年
（
北
魏
天
興
三
年
・
置
四
〇
〇
）
に
は
西
涼



姫
．

?
ｪ
涼
土
に
成
立
、
翌
年
、
沮
渠
蒙
遜
が
張
抜
公
に
任
ぜ
ら
れ
、
北
　
　
程
多
数
の
人
々
の
螢
働
吻
を
一
定
地
域
に
投
入
し
て
束
縛
、
蓉
部
族

　
　
涼
國
の
成
立
を
見
た
。
道
武
帝
は
こ
の
時
も
直
接
、
渡
來
す
る
商
賀
　
　
酋
や
漢
人
貴
族
肚
會
の
前
に
聾
立
す
る
デ
ス
ポ
ッ
’
ト
と
な
る
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
や
珍
奇
な
貨
物
に
は
接
し
な
か
っ
た
。
た
黛
有
司
が
奏
上
し
て
漢
の
　
　
踏
み
石
と
爲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
百
工
伎
巧
が
特

　
　
故
事
に
な
ら
い
、
西
域
を
通
じ
て
威
徳
を
荒
外
に
振
い
、
ま
た
奇
貨
　
　
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。
北
魏
王
室

　
　
を
天
府
に
も
た
ら
す
よ
う
に
渤
め
た
。
こ
れ
は
結
局
實
現
さ
れ
す
、
　
　
は
絶
え
す
工
巧
の
直
接
支
配
に
深
い
關
心
を
示
し
、
官
螢
貿
易
の
華

　
　
次
の
明
元
帝
時
代
に
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
魏
書
西
域
傳
に
道
武
帝
　
　
や
か
な
展
開
と
瓦
も
に
、
種
々
な
形
で
現
わ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
の
語
を
載
せ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
元
來
、
道
武
帝
の
頃
は
、
未
だ
確
乎
と
し
た
新
國
家
の
基
盤
が
出

　
　
　
　
海
内
を
盧
耗
な
ら
し
め
て
、
何
の
利
か
之
有
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
來
て
い
な
い
。
し
か
も
、
周
邊
の
叛
齪
に
樹
し
て
は
始
絡
警
戒
せ
ね

　
　
と
記
し
、
有
司
奏
上
に
從
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
を
考
　
　
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
魏
書
巻
二
に
よ
る
と
、

　
　
え
る
と
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
西
域
貿
易
に
よ
る
損
耗
を
心
配
し
て
い
る
　
　
　
　
九
年
（
太
阻
道
武
帝
）
、
（
劉
）
庫
仁
の
子
顯
、
春
（
劉
庫
仁
の
　
4
6

　
　
の
で
あ
り
、
全
力
を
學
げ
て
新
國
家
組
織
へ
の
基
礎
を
築
く
の
に
餓
　
　
　
　
弟
）
を
殺
し
、
之
に
代
る
。
乃
ち
將
に
逆
を
謀
ら
ん
と
す
。
静
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ム
リ
　
　
る
り
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ソ
　
む
　
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
ム
リ
　
　
ハ
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
の
り
　
　
ぬ
り
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
リ
　
　
ム
リ
　
　
　
ロ

　
　
念
が
な
か
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
道
武
帝
が
天
興
元
年
、
山
東
六
州
　
　
　
　
人
王
覇
、
之
を
知
り
、
帝
の
足
を
衆
中
に
履
む
。
帝
乃
ち
馳
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
の
民
吏
及
び
徒
何
、
高
麗
、
雑
夷
等
三
十
六
萬
と
共
に
、
百
工
伎
巧
　
　
　
　
て
還
る
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦

　
　
十
萬
絵
口
を
京
師
に
徒
民
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
理
解
の
一
助
と
　
　
と
出
て
い
る
。
商
人
で
あ
る
王
覇
が
衆
中
，
に
帝
の
足
を
踏
ん
で
叛
齪

　
　
　
　
　
恥

　
　
な
ろ
う
。
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
を
豫
知
し
て
い
る
。

　
　
　
徒
民
政
策
は
當
初
か
ら
北
魏
王
朝
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
形
成
の
重
要
　
　
　
こ
の
よ
う
な
危
瞼
を
藏
し
た
歌
態
に
於
て
、
西
域
貿
易
が
経
螢
せ

　
　
な
方
針
で
あ
っ
た
。
漸
く
卒
城
に
遷
ろ
う
と
す
る
直
前
、
百
工
伎
巧
　
　
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
、
道
武
帝
の
「
海
内
を
盧
耗
な
ら
し
め
て
：
：
」

　
．
十
萬
絵
口
と
は
、
當
時
の
人
口
か
ら
推
せ
ぱ
、
驚
く
程
の
多
数
の
技
　
　
の
美
し
い
形
容
に
も
拘
ら
す
、
北
魏
王
室
の
内
部
事
情
に
基
す
く
必

　
　
術
者
を
京
師
に
徒
し
た
も
の
で
あ
る
。
帝
室
の
直
轄
と
し
て
、
こ
れ
　
　
然
的
蹄
結
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
我
々
は
い
か



　
　
に
道
武
帝
が
商
人
王
響
親
密
な
關
係
を
持
ぞ
い
る
か
を
窺
す
、
こ
う
し
て
北
魏
の
西
域
貿
易
は
開
始
さ
れ
た
。
河
西
王
沮
渠
牧
腱

　
　
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
か
に
身
分
制
嚴
守
と
い
う
表
面
的
訓
戒
が
こ
　
　
が
常
に
北
魏
か
ら
西
域
に
派
遣
さ
れ
る
使
者
の
護
逡
に
任
じ
て
い
た

　
　
の
後
、
屡
々
出
さ
れ
た
に
せ
よ
、
畢
寛
そ
れ
は
粉
飾
さ
れ
た
祉
會
秩
　
　
こ
と
は
史
上
に
有
名
で
あ
る
。
牧
腱
は
通
路
を
制
し
て
い
る
た
め
富

　
　
序
で
あ
っ
て
・
デ
ス
ポ
ッ
ト
が
こ
の
よ
う
な
粉
飾
の
奥
に
自
己
嚢
展
．
強
を
來
し
、
つ
い
に
太
延
元
年
（
四
三
九
）
太
武
帝
は
牧
腱
討
伐
を

　
　
の
一
翼
柱
と
し
て
の
特
定
商
人
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
を
透
覗
せ
　
　
敢
行
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
え
が
き
に
燭
れ
た
よ
う
に
、
沮
渠

　
　
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
腱
は
姑
減
城
を
攻
陥
さ
れ
、
北
涼
國
は
こ
玉
に
全
く
滅
亡
し
て
し

　
　
　
さ
て
北
魏
が
積
極
的
に
西
域
貿
易
に
從
う
の
は
、
世
組
太
武
帝
の
　
　
ま
っ
た
。
以
後
、
太
卒
眞
君
元
年
（
四
四
〇
）
以
來
、
北
魏
が
経
螢

　
　
時
代
で
あ
る
。
始
光
か
ら
延
和
に
か
け
て
の
頃
は
、
未
だ
長
安
、
平
　
　
す
る
封
西
域
官
螢
貿
易
は
開
始
さ
れ
、
同
じ
時
期
、
封
北
方
、
東
北

　
　
涼
方
面
で
変
、
太
武
帝
の
支
配
下
に
入
・
て
い
な
い
。
そ
し
て
赫
方
諸
國
と
の
官
讐
易
も
開
始
さ
れ
る
。
　
　
　
　
繭

　
　
蓮
昌
・
赫
連
定
と
賓
を
繰
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
こ
瓦
に
言
う
官
讐
易
と
は
、
．
朝
貢
」
「
朝
献
、
等
と
表
現
せ
ら
魏

　
　 @
延
和
二
年
（
四
三
三
）
萎
城
は
箋
さ
れ
・
沮
渠
牧
讐
北
魏
れ
て
い
る
蔑
の
來
朝
を
指
す
。
そ
れ
は
來
朝
し
て
自
國
の
・
加
姦
騨

　
　
よ
り
河
西
王
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
た
。
延
和
三
年
（
四
三
四
）
、
秦
王
赫
　
　
じ
、
こ
れ
に
封
し
て
見
返
り
品
と
し
て
中
國
王
朝
側
か
ら
絹
そ
の
他

　
　
蓮
昌
は
殺
さ
れ
・
こ
之
太
武
帝
は
沮
渠
軽
を
配
下
に
置
き
、
河
を
與
え
噌
わ
ゆ
る
．
朝
貢
形
式
」
に
よ
る
官
讐
易
書
れ
る
か

　
　
西
と
干
城
の
間
の
覇
橿
を
掌
握
し
た
Σ
め
、
西
域
諸
國
と
の
交
易
の
　
　
ら
で
あ
る
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
基
禁
成
立
麺
・
魏
書
西
域
簾
よ
れ
ば
・
太
延
に
入
り
、
王
恩
　
、
藝
目
に
記
載
さ
れ
た
朝
貢
回
数
と
そ
の
國
に
注
意
し
、
塁
国
に
載

　
　ｶ
・
許
綱
筆
逡
さ
れ
・
雛
の
た
め
に
蔓
ら
れ
美
敗
し
た
が
・
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
斐
に
從
い
、
そ
の
婆
舞
の
象
、
り
と

　
　
引
き
綾
き
董
碗
、
高
明
等
が
多
く
の
錦
吊
を
携
行
し
て
嚢
し
、
西
域
　
　
し
て
、
「
西
域
諸
國
朝
貢
朝
献
表
」
を
作
製
西
て
み
た
。
既
に
同
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
の
招
撫
に
成
功
し
て
い
る
。
魏
書
巻
四
上
に
よ
る
と
、
太
延
元
年
に
　
　
も
の
に
伊
瀬
仙
太
郎
助
教
授
の
研
究
が
あ
る
が
、
記
載
す
る
西
域
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

魏
　
二
十
輩
、
同
二
年
に
六
輩
が
西
域
に
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
國
の
名
が
少
い
の
と
、
專
ら
魏
書
だ
け
に
依
振
さ
れ
て
い
る
の
で
、
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こ
れ
を
補
備
す
る
意
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に
於
て
敢
え
て
後
學
の
非
禮
を
謝
す
る
次
第
　
　
で
あ
る
。
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f
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一
一

「
【

一

｝
一

一
二

一
一

一
一
一

　
　
　
勿
論
、
中
國
に
成
立
↓
た
王
朝
と
周
邊
諸
國
家
と
の
交
易
に
つ
い
　
　
な
く
て
も
、
民
間
私
貿
易
は
こ
れ
と
無
關
係
に
進
展
し
て
い
っ
た
で

　
　
て
は
こ
の
よ
う
な
官
螢
貿
易
の
他
に
民
間
私
貿
易
が
あ
る
こ
と
は
申
　
　
あ
ろ
う
。

　
　
す
ま
で
も
な
い
。
六
朝
時
代
に
入
っ
て
職
齪
多
く
、
こ
の
た
め
、
た
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
北
魏
國
家
の
意
圖
に
基
い
て
官
醤
貿
易
が

娚
　
と
え
安
定
し
た
統
一
政
権
に
よ
り
経
螢
さ
れ
る
官
螢
貿
易
は
行
わ
れ
’
　
展
開
さ
れ
な
く
て
も
、
既
に
太
武
帝
時
代
以
前
の
頃
か
ら
涼
土
方
面

噌

岡

5
3
．

『



8
9
@
に
は
お
び
た
黛
し
い
数
の
商
質
が
集
中
し
て
居
た
。
有
名
な
魏
書
粟
　
　
の
事
情
に
基
く
。

4
　
　
特
國
の
條
に
記
載
せ
ら
れ
た
記
録
は
改
め
て
こ
瓦
に
引
用
す
る
ま
で
　
　
　
貿
易
の
第
一
波
が
お
し
寄
せ
て
く
る
と
、
忽
ち
北
魏
朝
の
人
々
を

　
　
も
な
か
ろ
う
。
と
に
か
く
、
前
漢
以
來
の
華
や
か
な
西
域
文
物
が
民
　
　
眩
惑
す
る
高
度
な
文
明
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
魏
書
巻
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
間
で
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
大
月
氏
國
の
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
さ
て
も
と
に
還
っ
て
作
製
し
た
朝
貢
表
を
一
覧
し
よ
う
。
太
延
元
　
　
　
　
世
組
の
時
、
其
の
國
人
、
京
師
に
商
販
す
。
自
ら
言
う
、
能
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
ワ
　
ム
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ム
リ
　
　
む
　
　
ム
リ
　
　
む
　
　
む

　
　
年
よ
り
太
和
の
初
年
に
い
た
る
間
、
比
較
的
に
纒
績
し
て
行
わ
れ
て
　
　
　
　
石
を
鋳
て
五
色
の
瑠
璃
と
爲
す
と
。
是
に
於
て
鑛
を
山
申
に
探

　
　
い
る
。
こ
れ
が
第
一
波
時
代
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
太
和
五
年
（
四
八
　
　
　
　
り
、
京
師
に
於
て
之
を
鋳
る
。
既
に
成
る
。
光
澤
乃
ち
西
方
よ

　
　
一
）
か
ら
景
明
二
年
（
五
〇
一
）
ま
で
室
白
の
期
間
が
績
く
。
そ
し
　
　
　
　
り
來
る
者
よ
り
も
美
な
り
。
乃
ち
詔
し
て
、
行
殿
百
絵
人
を
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む

　
　
て
景
明
三
年
（
五
〇
二
）
か
ら
再
び
活
況
を
黒
し
、
神
魑
．
正
光
の
間
　
　
．
　
れ
る
も
の
を
爲
ら
し
む
。
光
色
映
徹
し
、
観
者
之
を
見
、
警
骸
　
　
一

　
　
は
そ
の
極
盛
期
を
現
出
し
て
い
る
・
こ
れ
が
第
二
波
の
時
代
で
あ
る
・
　
や
叢
濫
袈
・
柴
臨
那
伽
加
黛
・
紫
翻
跡
製

　
　
前
に
述
べ
た
が
・
北
方
・
東
北
方
諸
國
の
朝
貢
は
こ
の
よ
う
な
波
動
　
舞
聯
・
綾
兜
潔
衡
・
嚢
珍
D
裳
釦
・
　
　
騨

　
　
は
書
か
な
い
。
太
延
元
年
、
蠕
蠕
、
庫
莫
奨
の
朝
貢
が
あ
っ
て
か
ら
　
　
大
月
氏
國
か
ら
渡
來
し
、
商
敗
に
從
っ
て
い
た
者
が
、
京
師
に
於
て

　
　
和
平
末
年
ま
で
飴
り
見
ら
れ
す
、
和
平
末
年
か
ら
神
覇
末
年
に
い
た
　
　
瑠
璃
製
造
に
從
い
、
京
師
、
の
人
々
を
驚
嘆
さ
せ
た
。
瑠
璃
の
傳
來
は

　
　
る
間
、
持
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
正
光
以
後
は
衰
え
を
見
　
　
前
漢
に
も
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
、
瑠
璃
製
造
技
術
者
が
來
た
こ
と

　
　
せ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
り
、
元
來
珍
貴
な
瑠
璃
製
品
が
絵
程
一
般
化
し
た
こ
と
が
知
ら

　
　
　
絡
じ
て
北
方
、
東
北
方
諸
國
の
朝
貢
が
、
西
域
諸
國
の
そ
れ
と
無
　
　
れ
る
。
文
中
、
や
や
誇
張
を
感
じ
る
向
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
粗

　
　
關
係
な
如
く
に
行
わ
れ
て
い
る
。
－
こ
れ
は
、
中
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
　
　
野
な
奮
部
族
生
活
の
奮
態
を
脱
し
て
漸
く
申
國
的
專
制
髄
制
へ
と
入

　
　
方
面
の
國
々
が
、
「
河
西
通
廊
」
地
帯
を
経
由
し
て
北
魏
に
到
來
す
る
　
　
っ
て
い
く
彼
等
に
と
っ
て
、
西
域
傳
來
の
肢
術
が
い
か
に
高
度
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
以
上
、
專
ら
河
西
の
形
勢
に
よ
り
消
長
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
　
　
の
と
し
て
眼
に
映
じ
た
か
は
察
せ
ら
れ
よ
う
。



　
　
　
北
史
巻
九
〇
何
稠
傳
に
、
階
の
開
墓
中
の
こ
と
、
し
て
「
時
に
中
　
　
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
理
解
の
助
け
と
な
ろ
う
。
太
武
帝
の
時
、

　
　
國
久
し
く
瑠
璃
の
作
を
絶
す
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
既
　
　
流
民
が
長
安
に
逡
り
込
ま
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
東
西

　
　
に
階
初
、
折
角
傳
來
し
た
瑠
璃
製
造
の
技
術
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
　
　
衆
會
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
河
西
を
通
惹
貿
易
が
盛
行
す
る
と
同
時

　
　
て
い
た
こ
と
が
判
る
・
こ
れ
に
つ
い
て
呂
思
勉
氏
竜
北
魏
に
傳
え
ら
　
　
に
、
酒
域
人
が
長
安
に
來
佳
し
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
所
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
た
瑠
璃
製
造
技
術
は
一
時
的
な
も
の
で
し
か
な
か
つ
た
と
論
ぜ
ら
　
　
あ
る
。
、
太
武
帝
は
延
和
二
年
（
四
三
三
）
ζ
蕊
に
長
安
城
を
築
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
て
い
る
％
魏
書
巻
扁
一
四
繹
老
志
に
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
魏
書
巻
四
下
太
平
眞
君
七
年
（
四
四
六
）
，
の
條
に
次
の
注
目
す
べ

　
　
　
　
太
安
の
初
め
、
師
子
國
胡
沙
門
邪
奢
有
り
。
多
浮
陥
、
難
提
等
　
　
き
語
が
見
え
る
。

　
　
　
　
五
人
を
遣
し
、
佛
像
三
を
奉
る
。
京
師
に
到
る
。
皆
云
う
。
西
　
　
　
　
長
安
城
の
工
巧
二
千
家
を
京
師
に
徒
す
。

　
　
　
　
域
諸
國
を
備
歴
し
、
佛
の
影
　
及
び
肉
髪
を
見
る
。
外
國
諸
王
　
　
こ
れ
は
諸
州
の
沙
門
を
坑
に
し
た
時
、
同
時
に
断
行
し
て
い
る
の
で
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
ワ
　
　
ワ
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
り
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ム
リ

　
　
　
　
相
承
ぎ
、
成
、
工
匠
を
遣
し
、
其
の
容
を
墓
爲
す
る
に
、
能
く
　
　
あ
っ
て
、
當
時
、
二
千
家
も
多
く
の
工
巧
が
長
安
城
中
に
佳
ん
で
い
　
5
5

　
　
　
　
簿
簿
潔
寒
癬
嚢
・
　
　
　
　
　
た
こ
と
気
寺
院
が
ピ
の
工
巧
を
麓
せ
し
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
騨

　
　
と
あ
る
。
以
て
難
提
の
造
像
技
術
の
優
秀
さ
が
う
か
讐
わ
れ
る
。
　
　
　
竜
の
で
あ
る
。
沙
門
の
坑
と
同
時
に
行
っ
た
こ
と
が
こ
れ
を
物
．
語
る
。
．

　
　
，
こ
の
よ
う
に
渡
來
し
て
く
る
商
費
、
沙
門
の
申
に
特
殊
技
術
を
有
　
　
そ
し
て
當
時
、
寺
院
が
秘
密
裡
に
寺
内
に
寳
器
類
を
存
し
て
い
た
こ

　
　
し
た
者
が
多
い
。
河
西
を
東
に
出
れ
ば
、
蘭
州
、
長
安
が
騨
亭
都
市
　
　
と
を
知
れ
ば
、
太
武
帝
の
虚
置
は
長
安
城
内
工
巧
が
寺
耀
服
罵
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
で
多
敏
の
渡
來
し
た
人
々
の
集
る
所
で
あ
っ
た
。
前
に
赫
連
昌
は
長
　
　
る
の
を
断
ち
切
っ
て
、
京
師
に
移
徒
し
た
竜
の
で
あ
ろ
う
。
　
・

　
　
安
を
根
擦
地
の
｝
つ
と
し
て
い
た
。
太
武
帝
が
赫
連
昌
と
職
っ
た
時
、
　
　
前
々
年
の
太
卒
眞
君
五
年
（
四
四
四
）
次
の
如
き
重
要
な
詔
勅
が

　
　
長
安
は
職
場
と
な
る
が
、
こ
玉
に
西
域
珍
蜜
類
が
多
か
っ
た
。
彼
を
　
　
焚
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
・
，

　
　
破
っ
た
時
、
多
く
の
珍
寳
類
を
得
て
い
る
こ
と
に
よ
り
察
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
詔
し
て
日
ぐ
、
愚
民
は
識
無
く
、
妖
邪
を
信
惑
し
、
私
に
師
巫

蜘
　
前
秦
、
符
堅
の
時
代
、
長
安
が
東
西
交
易
の
盛
大
な
市
場
で
あ
っ
た
　
　
－
　
を
養
い
、
識
記
、
陰
陽
、
圖
緯
、
方
伎
の
書
を
挾
藏
す
。
又
、



糖
　
　
　
沙
門
の
徒
は
西
戎
虚
誕
を
假
り
、
妖
華
を
生
致
す
。
以
て
政
化
　
　
る
所
を
補
う
て
充
分
で
あ
ろ
う
。

4
　
　
　
　
を
毫
齊
に
し
、
淳
徳
を
天
下
に
布
く
所
以
に
非
す
、
王
侯
よ
り
　
　
　
更
に
北
魏
以
前
を
考
察
し
て
論
擦
を
示
す
と
、
膏
書
雀
一
〇
六
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
　
　
以
下
庶
人
に
至
る
ま
で
、
私
か
に
沙
門
、
師
巫
、
及
び
金
銀
工
　
　
季
龍
傳
が
あ
る
。
石
季
龍
は
威
康
年
間
（
成
康
元
年
ー
三
三
五
）
に

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
巧
之
人
を
養
う
者
あ
ら
ば
、
其
の
家
に
在
る
者
は
、
皆
官
曹
に
　
　
前
涼
と
東
膏
と
の
交
通
を
妨
げ
、
河
西
に
居
た
者
で
あ
る
。
こ
瓦
に

　
　
　
　
む
　
　
ハ
リ
　
　
タ
リ
　
　
ロ
リ
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
ロ
　
へ
り
　
　
む
　
　
　
ロ

　
　
　
　
詣
ら
し
め
、
容
匿
す
る
を
得
す
。
今
年
、
二
月
十
五
日
を
限
り
、
　
西
域
の
珍
貨
が
流
入
し
て
、
石
季
龍
の
身
邊
に
集
積
さ
れ
た
が
、
同

　
　
　
　
期
を
過
ぐ
る
も
師
巫
、
沙
門
を
出
さ
す
ん
ぱ
、
身
は
死
し
主
人
　
　
傳
中
に
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
は
門
謙
す
。
相
を
明
か
に
し
、
告
を
宣
し
、
成
、
聞
知
せ
し
め
　
　
　
「
女
、
鼓
吹
、
羽
儀
、
雑
伎
、
工
巧
を
置
ぎ
」
と
出
て
い
る
。
交

　
　
　
　
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
「
工
巧
」
を
蓄
え
て
い
た
こ
と
は
、
同
文
中
の
「
漆
瓦
、
金
蟷
、

　
　
漢
人
肚
會
を
眼
前
に
し
、
從
來
の
噛
邊
遊
牧
生
活
か
ら
脱
し
て
躍
進
　
銀
檀
、
金
柱
、
金
壁
」
な
ど
金
銀
工
巧
技
術
所
有
者
で
は
な
か
．
た
“

　
　
せ
ん
と
す
る
北
魏
王
朝
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
、
沙
門
、
師
　
　
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘

　
　
巫
を
中
心
に
結
成
さ
れ
る
秘
密
結
肚
の
反
王
朝
的
策
動
を
怖
れ
た
も
　
　
　
し
か
も
、
當
時
の
北
魏
杜
會
内
で
は
、
寳
器
類
が
民
間
に
流
遇
し
　
　
“

　
　
　
　
　
　
恥

　
　
の
で
あ
る
。
問
題
は
し
か
し
、
こ
れ
と
同
時
に
「
金
銀
工
巧
之
人
」
　
　
て
い
る
。
太
武
帝
の
排
佛
の
際
、
寺
院
に
金
銀
寳
像
が
あ
っ
た
こ
と

　
　
を
悉
く
官
曹
に
届
け
し
め
る
措
置
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
か
に
民
間
に
　
　
や
、
各
寺
に
州
郡
牧
守
が
藏
物
を
寄
附
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
魏
書

　
　
金
銀
工
巧
を
私
有
し
て
、
こ
の
勢
働
を
通
じ
て
金
銀
寳
器
を
製
作
せ
　
　
繹
老
志
の
記
載
は
こ
れ
を
裏
附
け
よ
う
。

　
　
し
め
て
い
た
者
が
多
か
っ
た
謹
佐
に
他
な
ら
な
い
。
試
み
に
北
齊
の
　
、
　
太
亭
眞
君
五
年
の
禁
令
を
追
う
て
護
め
ば
、

　
　
例
を
引
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
、
制
し
て
王
侯
よ
り
以
下
、
卿
士
に
至
る
ま
で
、
其
の
子
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
　
北
齊
書
巻
四
七
畢
義
雲
傳
に
よ
る
と
、
彼
は
北
齊
時
代
で
は
あ
る
　
　
　
　
は
皆
太
學
に
詣
ら
し
む
。
其
の
百
工
伎
巧
、
驕
卒
の
子
息
は
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
が
、
工
匠
を
私
藏
し
、
金
銀
器
物
を
製
し
て
い
た
。
や
が
て
嚢
　
党
し
　
　
　
　
に
父
兄
の
業
と
す
る
所
を
習
い
て
、
私
に
學
校
を
立
つ
を
聴
さ
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
て
罪
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
實
は
太
亭
眞
君
五
年
の
詔
勅
が
意
味
す
　
　
．
　
す
。
違
う
者
、
師
身
は
死
し
、
主
人
は
門
謙
す
。



　
　
と
な
っ
て
い
る
。
百
工
、
伎
巧
は
必
す
父
兄
の
所
業
を
習
い
、
學
校
、
　
　
乃
ち
藪
の
器
を
作
る
。
錯
用
具
に
珍
し
く
酒
鍛
す
る
に
紫
金
を

　
　
に
行
く
こ
と
を
許
さ
な
い
。
か
っ
て
道
武
帝
が
百
工
伎
巧
十
萬
飴
口
　
　
　
　
以
て
し
、
鎮
す
る
に
白
銀
を
以
て
し
、
範
團
、
吐
耀
を
擬
載
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
リ
　
　
　
　
　
　
ム
リ
　
　
む
　
　
　
　
　
ユ
リ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
ロ
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ね
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
り
　
む

　
　
を
京
師
に
徒
民
し
た
方
針
が
そ
の
ま
義
こ
瓦
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
眞
を
含
み
、
繊
丈
、
麗
質
、
化
す
る
が
如
く
、
神
の
如
し
　
　
、
．

　
　
符
堅
が
西
域
貿
易
の
隆
盛
と
瓦
竜
に
擾
頭
し
て
き
た
商
贋
勢
力
を
初
　
　
と
あ
る
。
た
し
か
に
王
室
は
奢
修
品
製
作
技
術
者
を
保
有
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
あ

　
・
え
る
た
め
、
身
分
維
持
の
嚴
命
を
嚢
し
た
の
を
思
え
ぱ
、
太
卒
眞
君
　
　
こ
れ
を
徒
民
政
策
に
よ
り
自
己
の
直
轄
と
し
て
い
た
の
℃
あ
り
・
寺

　
　
五
年
の
年
も
、
既
に
本
格
的
西
域
貿
易
が
開
か
れ
て
か
ら
戴
年
を
経
　
　
院
、
官
僚
、
等
か
ら
隔
離
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
・
太
雫
眞
君
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
過
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
　
、
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
二
年
（
四
五
一
）
に
は
・
太
子
が
市
中
に
商
販
し
て
い
る
騨
太
武
帝

　
　
　
す
な
わ
ち
、
長
安
の
工
巧
を
京
師
に
徒
し
た
年
も
、
金
銀
工
巧
の
　
　
が
功
臣
に
金
寳
を
與
え
て
た
こ
と
も
あ
る
。

　
　
人
の
屈
出
を
馨
、
工
巧
に
は
そ
の
分
を
守
る
べ
き
命
令
奏
し
た
　
李
碁
九
年
（
四
四
八
）
駿
國
が
幻
人
蓬
っ
て
き
た
時
、
一

　
　
の
も
、
共
に
西
域
貿
易
開
始
後
敷
年
を
経
た
時
で
、
哨
慮
、
北
魏
肚
　
　
太
武
帝
は
厚
く
こ
れ
を
遇
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
・
帝
は
人
　
留

　
　 ﾗ
反
肇
現
れ
姦
に
當
・
て
い
る
の
で
あ
る
．
洛
陽
伽
藍
記
に
々
芒
て
幻
人
の
有
す
る
術
を
學
ば
し
め
て
い
る
・
又
・
聾
之
節
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　 倹

ｮ
光
の
貿
易
極
霧
に
、
い
か
に
諸
工
が
硬
と
共
に
纂
が
霧
し
た
時
は
、
樂
府
に
移
し
て
鐘
し
て
客
こ
と
が
見
参
。
．

　
　
之
な
っ
て
擾
頭
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ら
ば
北
魏
ど
錐
も
、
粗
雑
に
し
て
渡
來
技
術
に
驚
く
ば
か
り
で

　
　
　
ひ
る
が
え
っ
て
、
北
魏
王
室
に
眼
を
轄
じ
る
と
、
王
室
に
は
驚
嘆
　
　
は
な
く
、
°
こ
れ
を
管
轄
す
る
に
つ
き
關
心
は
梯
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
さ
れ
る
程
の
珍
寳
製
作
技
術
者
を
有
し
て
い
る
。
魏
書
巻
一
一
〇
食
　
　
特
殊
技
術
の
國
家
管
理
に
は
強
い
意
圖
が
現
れ
て
・
そ
れ
が
王
室
に

　
　
貨
志
、
和
手
二
年
の
詔
に
よ
る
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
集
中
さ
れ
燦
然
と
光
彩
を
放
つ
費
器
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
の
を

　
　
　
　
翠
二
年
秋
、
審
潔
強
郵
象
審
さ
。
鼻
麹
禦
。
見
る
・

　
　
　
　
径
二
尺
二
寸
、
鎮
す
る
に
白
銀
を
以
て
し
、
釦
す
る
に
政
塊
を

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
太
和
に
於
け
る
府
庫
の
集
積

犯
　
　
　
以
て
す
。
其
の
銘
に
曰
く
、
九
州
貢
を
致
し
、
殊
域
來
賓
す
。



娚
　
　
ま
え
が
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
魏
は
孝
文
帝
の
時
期
か
ら
政
策
　
　
僚
と
工
商
人
が
親
近
に
な
り
、
官
僚
は
戸
内
に
工
役
を
有
し
て
い
た

　
　
が
大
き
く
輻
回
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
漢
化
へ
の
途
を
辿
り
な
が
ら
、
　
　
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
郡
縣
制
的
に
再
編
成
さ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
。
こ
の
時
、
「
工
巧
」
に
　
　
　
一
切
の
官
僚
に
工
人
、
商
人
を
私
有
さ
せ
す
、
隷
属
關
係
を
断
ち

　
　
封
し
從
來
と
っ
た
直
轄
一
筋
の
方
策
は
攣
化
し
た
。
魏
書
巻
七
上
、
　
　
切
っ
て
農
に
赴
せ
る
こ
と
は
、
王
権
強
化
の
具
盟
策
で
あ
っ
た
。
や

　
　
延
興
二
年
（
四
七
二
）
の
詔
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
て
獲
せ
ら
れ
る
均
田
制
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
解
放
さ
れ
て
農

　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
あ
り
　
　
む
　
　
パ
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ユ
り
　
　
　
り
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
工
商
雑
伎
に
詔
し
て
、
審
く
農
に
赴
く
を
聡
す
。
諸
州
郡
、
民
　
　
耕
に
從
う
者
は
、
中
國
的
專
制
龍
制
を
急
ぎ
漢
化
し
て
い
く
北
魏
王

　
　
　
　
に
課
し
て
釜
土
菓
果
を
植
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
の
基
盤
で
あ
る
。
こ
の
年
、
太
和
元
年
は
朝
貢
國
多
く
、
員
闊
鴇

　
　
と
あ
る
。
渤
農
政
策
の
現
れ
が
、
こ
、
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
當
時
、
　
粟
提
婆
國
、
舎
衛
、
聾
伏
羅
、
車
多
羅
等
、
及
び
西
天
竺
が
到
來
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幼

　
　
頻
々
と
獲
せ
ら
れ
た
官
吏
訓
戒
の
詔
に
も
拘
ら
す
、
地
方
の
實
際
政
　
　
天
府
に
は
又
も
奇
貨
が
集
め
ら
れ
た
。

岬

治
は
決
し
て
成
功
し
て
い
な
い
。
多
年
、
職
禍
に
曝
さ
れ
た
山
野
に
　
　
．
國
家
に
功
勢
の
あ
っ
た
元
勲
に
封
し
て
は
こ
の
命
を
適
用
せ
ナ
、
　
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

動
農
の
方
針
を
貫
い
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
勉
。
　
　
丞
以
下
は
衣
に
準
じ
て
私
有
を
許
し
た
こ
と
は
、
な
お
確
立
し
得
な
　
　
輪

太
和
元
年
、
次
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
い
北
魏
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
が
安
協
を
し
た
も
の
と
見
る
ぺ
き
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　

・
　
　
八
月
丙
子
、
詔
し
て
曰
く
、
工
商
喜
隷
は
各
主
蕨
の
分
有
り
。
　
　
づ
。
　
　
　
，
　
　
　
　
，

　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ユ
リ
　
　
む
　
　
ム
リ
　
　
　
　

　
　
　
而
も
有
司
は
縦
に
濫
り
、
或
は
清
流
に
染
む
。
今
自
り
、
戸
内
　
　
．
太
和
五
年
（
四
八
一
）
以
降
、
景
明
初
年
ま
で
貿
易
は
東
北
方
、

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
に
工
役
あ
る
者
は
本
部
に
推
上
し
、
丞
巳
下
は
次
に
準
じ
て
授
　
　
北
方
諸
國
と
は
行
わ
れ
る
が
、
西
域
方
面
と
の
貿
易
は
杜
絶
え
た
。

　
　
如
。
隊
籍
か
軸
、
弊
伽
蜘
b
帥
む
匙
伽
D
都
伽
蓉
麺
伽
距
伽
静
　
　
こ
れ
は
河
西
地
方
が
吐
谷
渾
に
制
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ゐ
。

　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
　
に
從
わ
す
。
　
　
、
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吐
谷
渾
は
太
和
の
初
め
か
ら
年
々
朝
貢
し
て
い
る
が
、
太
和
五
年
、

右
は
官
僚
暦
か
ら
工
商
葛
隷
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
北
魏
に
反
し
た
拾
寅
が
死
し
、
子
、
度
易
侯
が
立
ち
度
易
侯
は
宕
昌

從
來
、
幾
度
び
か
嚢
せ
ら
れ
た
身
分
制
嚴
守
の
命
に
も
拘
ら
ナ
、
官
　
　
を
討
う
た
功
に
よ
り
北
魏
か
ら
錦
繰
百
こ
十
匹
を
賜
っ
た
。
度
易
侯



　
　
の
子
、
伏
連
箋
が
立
っ
た
時
、
吐
谷
渾
の
勢
威
は
盛
大
で
、
西
は
敦
　
　
　
　
戸
に
調
三
匹
、
穀
二
石
九
斗
を
増
し
、
以
て
官
司
の
緑
と
爲
す
。

　
　
燈
に
ま
で
達
し
、
河
西
通
廊
地
帯
は
全
く
北
魏
を
離
れ
、
吐
谷
渾
の
　
　
　
　
預
調
を
均
く
し
て
二
匹
の
賦
と
爲
し
・
帥
抄
藤
肺
加
熟
伽

　
　
た
め
に
制
堅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
魏
書
巻
一
〇
鳳
吐
谷
渾
傳
に
ご
　
　
文
中
、
．
「
諸
商
人
を
罷
む
」
と
あ
る
の
拡
・
こ
れ
ま
℃
中
央
官
府
に
雇

　
　
の
間
の
事
情
を
述
べ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
用
さ
れ
て
い
た
特
定
の
商
人
が
居
を
と
を
謹
し
て
い
る
・
末
文
の

　
　
　
　
伏
連
簿
、
内
に
職
貢
を
修
す
る
も
、
外
に
戎
秋
塞
表
之
中
を
併
　
　
　
「
商
用
を
兼
ぬ
」
と
は
官
僚
が
そ
れ
ま
で
商
業
行
爲
に
從
っ
て
い
た

　
　
　
　
せ
、
號
し
て
彊
富
を
爲
し
、
天
朝
に
準
擬
し
官
司
を
樹
置
し
て
　
　
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
官
僚
暦
は
商
販
に
よ
う
て
各
々
・
利
釜
を
得
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
バ
リ
　
　
　
ロ
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
制
を
諸
國
に
構
す
。
以
て
自
ら
大
を
誇
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
府
は
御
用
商
人
を
抱
き
込
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
’

　
　
と
あ
る
。
そ
の
上
、
太
和
三
年
、
蠕
蠕
は
宋
と
約
し
て
北
魏
の
攻
撃
　
　
商
人
が
費
買
し
て
最
大
の
利
潤
を
生
す
る
も
の
は
、
疑
も
な
く
西
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
を
す
る
こ
と
に
な
．
て
い
る
の
で
、
太
延
、
翠
の
頃
よ
く
行
わ
れ
纂
の
奇
貨
珍
寳
の
類
で
あ
．
た
。
以
下
、
西
馨
來
の
珍
覆
關
鞘

　
　
た
河
西
行
幸
は
絶
え
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
太
和
五
年
以
來
、
西
　
　
す
る
所
見
を
述
べ
る
。
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
5
9

　
　
域
貿
易
の
断
絶
は
こ
の
よ
う
な
國
際
歌
勢
を
如
實
に
反
映
し
た
も
の
　
惑
に
當
時
い
わ
ゆ
る
「
珍
費
」
と
言
わ
れ
る
輸
入
品
は
・
珊
瑚
二

　
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
瑠
瑠
、
瑠
璃
、
號
珀
、
金
銀
寳
器
、
金
寳
等
種
々
数
え
ら
れ
る
。
共

　
　
　
さ
て
こ
の
欺
況
の
中
で
、
均
田
制
態
勢
は
一
歩
々
々
進
め
ら
れ
て
　
　
通
し
た
黙
は
稀
少
な
物
質
で
あ
り
、
元
來
、
中
國
産
の
も
の
で
な
く
、

　
　
い
く
。
官
吏
訓
戒
、
婚
姻
制
嚴
守
等
の
詔
令
の
焚
せ
ら
れ
る
の
は
從
　
　
極
め
て
珍
奇
な
貨
財
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

　
　
前
通
り
で
あ
る
。
太
和
八
年
（
四
八
四
）
つ
い
に
官
僚
俸
緑
制
が
稜
　
　
實
用
的
債
値
は
な
く
奢
修
品
で
あ
り
’
殊
に
装
飾
用
に
効
果
が
あ
り
、

　
　
せ
ら
れ
た
。
魏
書
巻
七
上
に
よ
り
こ
の
詔
を
示
そ
う
。
　
　
　
　
　
・
　
　
い
す
れ
も
審
美
的
所
属
性
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
攣
化
し
に
く
い

　
　
　
　
六
月
丁
卯
、
詔
し
て
曰
く
、
官
を
置
き
て
隷
を
班
ち
、
之
を
行
　
　
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
便
値
は
永
績
す
る
も
．
の
と

　
　
　
　
う
二
と
尚
し
。
・
…
　
　
　
　
　
　
　

．
　
せ
ら
れ
て
い
た
。

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む

4
9
@
　
　
始
め
て
俸
緑
を
班
ち
、
諸
商
人
を
罷
む
。
以
て
民
事
を
簡
に
し
、
　
　
こ
の
た
め
、
當
時
の
肚
會
内
に
於
て
交
換
債
値
は
素
晴
し
く
高
く
、



螂
　
貨
幣
債
値
は
高
債
を
呼
ん
だ
。
こ
れ
を
入
手
す
る
場
合
は
「
富
」
，
を
　
　
　
　
褐
に
乏
し
。
故
に
耕
者
は
臼
に
少
く
、
田
は
荒
蕪
有
り
。
穀
島

　
　
得
る
と
同
様
で
あ
り
、
珍
寳
の
商
販
は
莫
大
な
利
釜
を
得
る
こ
と
で
　
　
　
　
は
府
庫
に
轄
き
、
寳
貨
は
市
里
に
満
つ
。

　
　
あ
っ
た
。
史
料
を
示
す
と
、
周
書
巻
三
七
韓
褒
傳
に
　
　
　
　
　
　
　
　
と
出
て
い
る
。
太
和
の
西
域
貿
易
断
絶
期
に
於
て
も
既
に
流
入
し
て

　
　
　
　
十
二
年
（
大
統
）
都
督
西
涼
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
禿
胡
の
俗
　
　
匝
た
西
域
珍
費
類
は
市
里
に
流
通
し
て
い
た
。
專
制
王
朝
の
経
濟
的

　
　
　
　
は
貧
弱
を
輕
ん
じ
、
豪
富
を
尚
ぶ
。
豪
富
の
家
は
小
民
を
侵
漁
　
　
基
盤
が
均
田
農
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
、
時
務
を
慨
嘆
し
た
韓
麟

　
　
　
　
し
、
僕
隷
と
同
じ
く
す
。
：
：
又
、
富
人
の
財
物
を
調
し
、
以
　
　
麟
の
語
を
通
じ
、
我
々
は
太
和
の
北
魏
澁
會
に
於
け
る
珍
寳
流
通
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
バ
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
バ
リ

　
　
　
　
て
之
を
賑
給
す
。
西
域
の
商
貨
至
る
毎
に
、
又
、
先
す
霊
く
貧
　
　
歌
況
と
、
商
販
の
盛
況
と
を
察
知
し
得
る
。

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
サ
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
者
に
之
を
市
わ
τ
む
。
是
に
於
て
貧
富
漸
く
均
し
く
戸
口
段
實
　
　
　
北
魏
王
朝
は
こ
の
よ
う
な
利
釜
を
生
む
商
人
が
官
僚
に
私
有
せ
ら

　
　
　
　
す
。
…
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
太
和
八
年
の
俸
緑
制
獲
布
の
際
、
俸
緑
を
支
　
　
　

　
　
西
魏
大
統
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
西
域
商
費
が
來
れ
ば
貧
者
に
先
す
　
　
給
し
て
生
活
を
保
障
し
、
以
て
官
僚
と
商
人
の
結
合
す
る
ロ
實
を
消
　
臓

　
　
買
わ
し
め
た
蕊
め
に
・
涼
州
に
於
て
は
貧
富
が
均
し
く
な
っ
た
と
い
　
　
し
、
’
商
葺
と
珍
費
か
ら
得
る
利
釜
は
す
べ
て
王
室
御
府
申
に
蓄
積
せ
　
　
鞠

　
　
う
。
こ
れ
も
若
干
の
誇
張
は
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
西
域
將
來
　
　
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
の
品
を
入
手
す
れ
ば
富
ん
だ
と
い
う
事
實
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
果
し
て
太
和
七
年
バ
四
八
三
）
、
魏
室
は
内
藏
の
寳
物
を
市
中
に
責

　
　
　
均
田
制
髄
制
が
既
に
獲
足
し
た
太
和
十
一
年
（
四
八
七
）
費
貨
は
　
　
り
、
特
定
の
買
人
に
こ
の
商
販
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
鑑
巻

　
　
市
里
に
多
く
費
買
せ
ら
れ
、
工
商
之
族
は
玉
食
錦
衣
し
て
い
た
。
魏
　
　
＝
こ
三
に

　
　
書
巻
六
十
韓
麟
麟
傳
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
明
元
年
冬
十
月
（
太
和
七
年
）
丙
寅
、
驕
騎
將
軍
劉
讃
を
邊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
太
湘
十
一
年
、
京
都
大
い
に
飢
う
。
麟
麟
、
表
し
て
時
務
を
陳
　
　
　
　
わ
し
て
魏
に
聰
す
。
魏
の
主
客
令
、
李
安
世
、
之
を
司
る
。
魏

　
　
　
　
べ
て
曰
く
、
…
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
却
、
陣
薩
難
砦
誰
却
雀
違
舘
舞
蓉
加
・

　
　
　
　
パ
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
り
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
工
商
之
族
は
玉
食
錦
衣
し
、
農
夫
は
精
糠
を
舗
す
コ
簸
婦
は
短
’
　
　
　
縷
曰
く
、
魏
は
金
玉
を
太
い
に
賎
し
む
。



　
　
と
見
え
る
。
叉
、
北
齊
書
巻
二
八
、
元
詔
傳
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
、
西
魏
交
帝
は
金
危
を
置
い
て
、
こ
れ
を
公
卿
に
命
じ
射
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

　
　
　
　
齊
の
聯
武
帝
、
孝
武
帝
の
后
を
以
て
之
に
配
す
。
魏
室
の
奇
費
　
　
故
事
が
あ
る
。
又
、
北
齊
の
帝
室
は
常
に
御
用
商
人
を
擁
し
、
世
租

　
　
　
　
動
φ
衝
ゆ
隠
少
㍗
知
炉
。
詔
の
家
に
二
玉
、
鉢
に
相
盛
り
て
轄
　
　
が
こ
塑
商
人
に
命
じ
て
胡
后
の
た
め
に
、
寳
物
を
市
申
に
費
ら
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
す
べ
く
し
て
而
も
出
で
ざ
る
も
の
有
り
、
瑞
璃
の
櫨
、
三
升
の
　
　
い
る
。
北
齊
書
巻
四
に
は
、

　
　
　
　
玉
を
容
れ
て
之
を
縫
う
・
静
・
離
郷
伽
鷲
・
　
　
一
其
の
魏
の
御
府
、
有
す
る
所
の
寒
、
難
は
常
矢
籍
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
と
あ
る
か
ら
、
魏
室
に
西
域
將
來
の
珍
寳
類
が
集
積
さ
れ
て
い
た
と
　
　
　
　
ざ
る
所
、
徒
に
蓄
積
を
爲
す

　
　
考
え
て
先
す
差
支
え
あ
る
ま
い
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娼
　
と
出
て
い
る
の
は
、
と
に
か
く
帝
室
に
多
く
蓄
え
て
い
た
こ
と
で
あ

　
　
　
集
中
さ
せ
た
御
府
中
の
珍
寳
は
、
磯
民
賑
憧
の
恩
威
と
し
て
役
立
　
　
る
。
こ
蕊
に
太
和
元
年
（
四
七
七
）
の
例
を
引
く
。

　
　
て
ら
れ
る
。
正
に
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
形
成
の
恰
好
の
具
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
魏
書
巻
一
〇
三
蠕
蠕
傳
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
太
和
十
一
年
（
四
八
七
）
京
都
の
民
が
飢
え
た
時
、
魏
書
は
亥
の
よ
　
　
　
　
太
和
元
年
四
月
、
莫
河
去
溌
比
抜
等
を
遣
し
て
、
良
馬
、
紹
嚢
　
瓢

　
　

､
に
記
し
て
い
る
・
　
　
“
　
　
　
　
　
を
來
り
撃
・
比
馨
稻
す
・
伽
極
蓉
発
灘
韓
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
あ
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
時
に
承
竿
日
久
し
く
、
府
藏
盈
積
す
。
詔
し
て
蓋
く
御
府
の
衣
　
　
　
　
華
麗
に
し
て
甚
積
す
と
。
之
を
一
観
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
乃
ち

　
　
　
　
服
・
馨
太
纂
器
…
を
出
し
・
外
府
衣
物
緬
布
・
懸
　
有
司
に
勅
し
・
御
鵬
探
、
塞
、
轟
、
聯
、
御
肇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
　
　
綾
、
諸
所
の
國
用
に
供
す
る
も
の
は
、
そ
の
大
牛
を
以
て
、
百
　
　
　
　
馬
、
奇
禽
異
獣
及
び
人
間
宜
し
く
用
う
べ
き
所
の
者
を
出
し
、

　
　
　
　
ム
リ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
　
　
　
司
に
班
齊
し
、
下
は
商
工
皇
隷
に
及
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
を
京
騨
に
列
し
、
其
を
歴
観
せ
し
む
。
比
抜
、
之
を
見
て
自

　
　
先
に
太
武
帝
が
功
臣
に
金
寳
を
與
え
た
故
事
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
ら
相
謂
っ
て
曰
く
、
大
國
富
麗
、
一
生
、
未
だ
見
ざ
る
所
な
り
。

　
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
河
西
諸
國
に
も
、
南
朝
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
　
　
　
　
と
。

　
　
の
で
あ
る
が
、
北
朝
に
於
て
も
見
ら
れ
る
。
永
煕
の
頃
（
永
煕
元
年
　
　
御
府
中
に
奇
禽
異
獣
ま
で
飼
わ
れ
て
い
る
の
に
は
呆
れ
る
が
、
北
涛

細
1
1
五
三
三
孝
武
帝
総
射
を
善
く
す
善
曇
し
ザ
銀
酒
髪
與
遊
牧
民
達
翁
す
る
一
震
に
は
充
分
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。



卯
　
　
俸
緑
制
の
確
立
、
均
田
制
の
嚢
布
、
珍
寳
と
商
費
を
官
僚
暦
か
ら
　
　
以
來
、
延
興
三
年
（
四
七
三
）
に
朝
貢
あ
り
、
西
域
貿
易
の
中
断
期

4
　
　
断
絶
し
て
、
こ
の
よ
う
な
集
積
が
御
府
に
在
る
。
そ
れ
は
飢
民
賑
櫨
、
　
を
通
じ
唯
一
の
貿
易
猫
占
國
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
景
明
以
後
も

　
　
論
功
行
賞
、
遊
牧
民
へ
の
示
威
と
し
て
、
「
承
亭
久
し
い
太
和
」
の
デ
　
引
績
き
朝
貢
し
、
官
螢
交
易
に
從
っ
て
い
る
。
高
麗
、
庫
莫
奨
、
勿

　
　
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
；
異
と
爲
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
ぺ
き
で
あ
る
。
　
吉
等
、
河
西
路
を
通
ら
な
い
北
方
の
國
が
多
く
來
貢
し
て
い
る
。
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
、
景
明
三
年
の
條
に
よ
れ
ば
、
　
．
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
五
第
二
波
時
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
の
年
、
西
域
二
十
七
國
、
逡
使
朝
貢
す
ρ
，

　
　
　
驕
慢
で
あ
っ
た
吐
谷
渾
の
伏
連
簿
は
景
明
初
年
か
ら
（
景
明
元
年
　
・
と
あ
り
n
正
始
四
年
の
條
に
は
、

　
　
1
1
五
〇
〇
年
）
北
魏
に
恭
順
と
な
っ
た
・
そ
し
て
正
光
年
間
に
い
た
　
　
　
　
此
の
年
、
西
域
、
東
夷
四
十
四
國
遣
使
朝
貢
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
る
間
、
吐
谷
渾
は
隊
商
を
導
い
て
北
魏
に
來
如
。
景
明
三
年
以
降
に
　
　
と
述
べ
て
い
る
。
當
時
の
府
庫
に
は
珍
奇
な
貨
財
が
集
積
さ
れ
た
。
　
　
齢

　
　
現
わ
れ
た
西
域
貿
易
の
第
二
波
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
第
一
波
時
代
　
　
魏
書
巻
＝
○
食
貨
志
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
6
2

　
　
よ
り
一
暦
さ
か
ん
に
貿
易
は
行
わ
れ
る
・
こ
の
時
期
に
は
一
覧
表
で
　
魏
徳
既
に
廣
っ
て
よ
り
・
西
域
・
東
夷
・
其
の
珍
物
を
献
じ
・
一

　
　
も
解
る
通
り
、
高
昌
と
蕊
も
に
嘱
睡
の
活
動
が
目
立
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
王
府
に
充
つ
。
又
、
南
華
に
於
て
互
市
を
立
て
、
以
て
南
貨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ム
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
景
明
、
正
光
年
間
の
西
域
貿
易
は
タ
リ
ム
盆
地
の
オ
ア
シ
ス
國
家
、
　
　
　
羽
毛
、
歯
革
の
厨
を
致
す
。
遠
し
と
し
て
至
ら
ざ
る
は
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
中
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
方
面
の
國
々
が
多
数
來
貢
す
る
・
の
で
、
官
螢
　
　
　
　
神
鞄
、
正
光
之
間
、
府
藏
盈
盗
す
。

　
　
貿
易
に
よ
る
西
域
將
來
の
品
物
は
太
和
初
年
以
前
の
そ
れ
よ
り
も
更
　
　
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
に
激
し
く
流
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
曹
　
　
　
　
し
か
し
、
正
光
末
の
反
臨
に
よ
り
、
交
易
活
動
の
極
盛
期
は
急
に

　
　
　
特
に
神
鞄
、
正
光
の
間
（
騨
鞄
元
年
ー
五
U
八
）
は
、
北
魏
朝
輔
　
　
影
を
ひ
そ
め
た
。
そ
し
て
再
び
肚
會
は
動
齪
の
渦
中
に
投
ぜ
ら
れ
た
。

　
　
代
を
通
じ
る
官
螢
貿
易
の
極
盛
期
で
あ
る
。
北
方
、
東
北
方
か
ら
竜
　
　
こ
の
扶
勢
の
中
に
於
て
も
王
府
の
珍
寳
は
依
然
集
積
せ
ら
れ
た
ま
ふ

　
　
朝
貢
す
る
國
が
多
い
。
吐
谷
渾
は
皇
興
三
年
（
四
六
九
）
内
附
し
て
　
　
で
あ
り
、
東
西
爾
魏
分
裂
期
は
勿
論
、
北
齊
、
北
周
時
代
に
も
持
ち



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
込
ま
れ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
光
三
年
（
五
二
二
）
に
次
の
詔
が
下
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む

　
　
　
さ
て
帝
室
の
府
庫
に
珍
寳
を
集
積
す
れ
ば
、
貴
族
、
豪
門
、
官
僚
　
　
　
　
丁
亥
、
牧
守
妄
り
に
碑
頒
を
立
て
、
顛
く
寺
塔
第
宅
を
興
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む

　
　
は
秘
か
に
自
己
の
庫
に
同
様
の
珍
寳
を
集
積
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
　
　
　
　
店
騨
の
商
販
を
豊
修
に
す
る
を
以
て
、
申
尉
端
衡
に
詔
し
、
威

　
　
を
禁
す
る
爲
に
奢
修
禁
令
の
詔
勅
が
護
せ
ら
れ
た
。
延
昌
二
年
（
五
　
　
　
　
風
を
粛
鋤
し
、
以
て
事
を
見
て
糾
劾
す
。
七
品
、
六
品
の
緑
は

　
　
一
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
ず
に
代
る
耽
足
る
。
亦
、
店
擁
を
鋼
貼
し
、
利
を
城
市
に
孚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
、
九
月
丙
辰
、
貴
族
、
豪
門
、
奢
修
に
崇
習
す
る
を
以
て
、
術
書
　
　
　
　
う
を
聴
さ
す
。
　
　
　
　
、
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
に
詔
ず
。
嚴
に
限
級
を
立
て
、
其
の
流
宕
を
節
せ
よ
。
　
　
　
　
　
官
吏
が
店
駆
を
並
べ
商
販
に
從
う
の
で
、
朝
廷
は
中
尉
端
衡
に
命
じ

　
　
こ
瓦
に
も
階
級
嚴
守
の
強
制
が
見
ら
れ
る
が
、
階
級
を
嚴
守
す
る
こ
　
　
監
察
さ
せ
た
。
若
し
官
吏
の
商
販
行
爲
が
あ
れ
ば
威
を
以
て
糾
劾
し

　
　
と
は
要
す
る
に
奢
修
．
叩
の
所
持
を
禁
す
る
こ
と
で
あ
る
。
交
換
債
値
た
の
で
あ
る
。
前
に
宮
僚
の
俸
緑
制
護
布
さ
れ
、
既
に
耕
芝
代
凸

　
　
の
高
い
輸
入
奢
修
品
の
所
持
に
制
限
を
加
え
、
官
僚
、
貴
族
、
豪
門
　
　
る
に
充
分
な
牧
入
が
與
え
ら
れ
て
あ
る
筈
だ
か
ら
、
こ
瓦
に
重
ね
て
　
6
3

　
　
．
の
前
に
抜
き
ん
出
る
北
魏
王
室
の
樺
威
確
立
を
企
圖
し
た
も
の
と
考
　
　
彼
等
の
商
販
行
爲
を
嚴
禁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
太
和
八
年
・
珍
賓
　
　
紳

　
　
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
時
代
は
や
Σ
下
る
が
、
北
齊
の
高
官
、
．
高
徳
　
　
と
商
人
と
め
官
僚
暦
か
ら
の
分
離
の
意
圖
が
、
正
光
三
年
に
も
貫
徹

　
　
政
は
帝
室
に
な
い
珍
玉
を
有
し
て
い
た
蕊
め
に
、
夫
妻
と
も
に
忽
ち
　
　
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
正
光
三
年
と
言
え
ぱ
、
数
年
前
か
ら
官
螢

　
　
斬
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
徳
政
は
こ
の
珍
玉
を
賂
直
し
　
　
貿
易
が
最
高
潮
に
達
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
間
交

　
　
て
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
北
魏
の
場
合
に
も
同
檬
な
こ
と
は
考
　
　
易
活
動
が
「
朝
貢
形
式
」
に
よ
る
官
螢
交
易
活
動
の
盛
況
と
相
鷹
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
え
ら
れ
て
よ
い
。
孤
猫
の
た
め
自
存
出
來
な
い
鰹
、
寡
に
封
す
る
賑
　
　
巷
市
に
活
澄
に
行
わ
れ
て
い
た
竜
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
髄
、
貧
窮
の
救
濟
等
、
帝
徳
の
恩
威
を
施
す
｝
連
の
善
政
と
瓦
も
に
、
　
　
洛
陽
伽
藍
記
巻
四
城
西
の
・
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
樹
立
の
側
面
を
形
成
す
る
粉
飾
と
し
て
「
奢
修
嚴
　
　
　
　
市
の
東
に
通
商
、
達
貨
の
二
里
有
り
。
里
内
の
人
、
壷
く
皆
、

棚
禁
階
級
嚴
守
」
及
び
颪
俗
臨
L
が
洞
察
さ
れ
る
舞
あ
ろ
う
・
　
弗
、
屠
販
し
生
資
と
爲
す
・
財
は
亘
婆
り
・
劉
婁
薯



細
　
あ
り
。
最
も
富
室
を
爲
す
。
州
郡
、
都
て
會
す
る
庭
、
皆
、
一
　
と
あ
る
。
工
商
抑
歴
の
林
苓
は
一
片
の
室
丈
に
し
か
過
ぎ
な
か
・
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
　
　
宅
を
立
て
、
各
馬
一
匹
を
養
い
て
監
粟
に
到
る
。
貴
賎
と
な
く
　
　
上
下
を
學
げ
て
商
販
に
狂
奔
し
た
大
勢
を
察
知
す
べ
圃
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
伽
蓉
・
静
弗
碑
郡
㍗
卸
畿
襲
郵
、
匙
駿
　

元
來
、
北
魏
に
於
て
は
中
央
の
政
令
が
、
ど
れ
だ
け
地
方
に
ま
で

　
　
　
　
履
加
肺
、
瀞
賑
や
飾
炉
伽
加
い
。
匙
加
坤
や
浄
陣
伽
飾
幽
騨
・
　
　
徹
底
さ
せ
ら
れ
た
も
の
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
紳
範
年
間
、
工
商
階

　
　
　
　
尊
伽
塵
ゆ
脚
炉
。
産
は
銅
山
に
殴
い
、
家
に
金
穴
を
藏
し
・
宅
　
　
暦
に
樹
す
る
禁
令
が
實
行
さ
れ
得
な
か
っ
た
事
實
に
鑑
み
て
も
、
正

　
　
　
　
宇
、
制
を
喩
ゆ
。
棋
観
、
雲
に
出
で
車
馬
服
飾
は
王
者
に
擬
す
。
　
光
三
年
、
官
吏
の
商
業
行
爲
禁
止
令
が
い
か
程
に
守
ら
れ
た
も
の
だ

　
　
と
あ
る
。
洛
陽
城
内
の
當
時
の
光
景
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
通
商
、
’
　
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
威
風
を
粛
働
し
」
糾
劾
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

　
　
達
貨
と
い
う
名
も
實
に
歌
況
を
偲
ぱ
せ
る
に
足
る
。
こ
ム
に
身
分
を
　
　
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
官
僚
階
暦
は
畢
げ
て
商
販
し
て
い
た
も
の
で
は

　
　

竄
岺
P
、
毫
を
辛
－
商
販
し
た
ら
し
い
．
　
　
　
な
い
か
。
　
　
　
　
　
・
　
辱
　
帰

　
　
　
汝
南
王
の
弟
、
悦
は
洛
陽
の
景
樂
寺
を
修
築
し
た
が
、
諸
音
樂
建
　
　
　
北
魏
の
王
室
は
こ
の
時
も
、
珍
費
の
集
積
を
績
け
て
い
く
、
北
魏
　
型

　
　
伎
・
奇
禽
・
怪
獣
・
舞
拝
等
・
未
だ
當
時
の
北
魏
人
の
見
な
い
も
の
　
　
の
永
煕
年
間
、
孝
武
帝
が
騎
射
を
善
く
す
る
者
に
勤
し
、
銀
酒
危
を
　
　
厨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
が
集
ま
り
、
異
端
・
奇
術
も
そ
こ
に
集
中
し
て
い
た
と
い
％
。
こ
れ
　
　
賜
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
國
用
を
損
耗
し
て
莫
大
な

　
　
ら
は
明
か
に
申
國
の
も
の
で
な
く
、
外
國
か
ら
將
來
さ
れ
た
も
の
な
　
　
代
債
を
佛
い
、
外
國
將
來
品
を
受
け
入
れ
て
い
た
ら
し
い
。
景
朋
の

　
　
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
初
め
、
邪
轡
が
上
奏
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
こ
れ
程
に
ま
で
國
内
商
販
が
活
況
を
呈
す
る
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
　
　
　
景
期
の
初
め
升
準
の
業
を
承
け
、
四
彊
清
曇
、
題
に
來
同
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
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む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
ム
リ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
商
工
人
の
擾
頭
が
顯
著
で
あ
っ
た
。
聯
範
中
、
商
質
、
工
巧
に
樹
す
　
　
　
　
是
に
於
て
蕃
貢
路
を
縫
ぎ
、
商
質
、
交
入
し
、
諸
の
献
賀
す
る

　
　
る
抑
塵
策
が
行
わ
れ
た
。
洛
陽
伽
藍
記
巻
四
の
中
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
常
に
倍
多
す
。
加
う
る
に
節
約
を
以
て
す
ど
錐
も
、
’
猫
、
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
　
神
鋸
中
、
工
商
上
潜
す
る
を
以
て
金
銀
錦
繍
を
賠
さ
す
。
此
の
　
　
　
　
に
萬
計
を
損
う
。
珍
貨
は
常
に
飴
り
あ
る
も
國
用
は
常
に
不
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
り
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
制
、
立
つ
と
錐
も
寛
に
施
行
さ
れ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
。
：
：



　
　
と
言
っ
て
い
る
。
國
用
が
不
足
す
る
と
は
諸
國
献
貿
す
る
珍
貨
に
封
　
　
來
の
商
質
が
主
と
な
っ
て
い
る
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
北
方
諸
國
の

　
　
す
る
見
返
り
品
と
し
て
與
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
波
の
當
初
に
於
　
　
朝
貢
は
、
西
域
諸
國
の
朝
貢
の
様
に
判
然
と
し
た
消
長
の
波
動
を
書

　
　
け
る
こ
の
反
省
は
、
こ
の
後
敷
年
間
の
貿
易
断
絶
に
現
わ
さ
れ
て
い
　
　
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
る
。
要
は
と
も
か
く
北
魏
朝
廷
に
蓄
え
ら
れ
る
珍
寳
類
は
莫
大
な
國
　
　
　
神
竈
元
年
（
五
一
八
）
、
河
州
の
民
が
叛
説
し
た
。
翌
二
年
、
洛
陽

　
　
用
の
代
慣
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
よ
い
。
極
盛
期
の
正
光
末
に
遠
來
　
　
の
近
衛
兵
が
叛
し
た
。
更
に
正
光
に
入
り
南
秦
州
の
氏
が
叛
鑑
、
愈

　
　
の
馨
が
來
貢
し
、
交
易
が
行
わ
れ
る
が
、
い
か
に
そ
れ
が
消
耗
を
圭
光
四
年
。
多
讃
の
沈
塗
破
．
て
北
邊
に
於
て
、
い
わ
ゆ
る
六

　
　
來
し
た
か
、
魏
書
巻
＝
○
食
貨
志
に
よ
っ
て
見
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
鎭
之
齪
が
勃
嚢
し
た
6
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
正
光
の
後
は
四
方
事
多
く
、
加
う
る
に
水
早
を
以
て
し
、
國
用
　
　
　
正
光
五
年
二
月
、
こ
の
全
國
的
動
揺
の
中
に
も
噸
睡
の
朝
貢
は
績

　
　
　
　
踵
朗
¢
°
°
°
°
°
°
°
°
°
　
　
　
　
く
。
そ
し
て
吐
谷
渾
の
伏
奪
が
涼
州
の
韮
、
提
を
攻
め
て
か
ら
、
劇
・

　
　
　
　
遠
蕃
の
使
客
は
断
限
す
る
に
在
ら
す
、
爾
後
の
冠
賊
は
轄
衆
し
、
　
北
魏
官
僚
で
あ
る
涼
州
刺
史
は
全
く
無
力
化
し
吐
谷
渾
に
制
せ
ら
れ
　
6
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窒
ﾌ
崇
は
相
響
て
奔
敗
し
、
失
う
所
の
器
馨
糧
は
数
て
妄
つ
や
爲
に
河
西
路
籔
絶
さ
れ
・
多
く
の
西
域
朝
貢
國
も
脚
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嚇
謁
⑫
譲
．
°
¢
請
哩
摩
．
°
諌
薯
啄
嚢
漕
し
た
・
正
光
末
の
藷
を
以
て
・
北
魏
の
喜
西
替
易
は

　
　

@
　?
¥
暇
護
購
曝
旺
晩
瓢
唾
磁
譲
ゲ
譲
そ
の
第
二
波
時
代
を
終
る
・
　
　
　
　
，

　
　
　
　
計
す
る
に
肉
は
百
五
十
九
萬
九
千
八
百
五
十
六
斤
、
米
は
五
萬

　
　
　
　
婁
加
聖
さ
。
春
馨
φ
・
　
　
　
　
　
　
六
む
．
す
び

　
　
蕃
客
と
は
呂
思
勉
氏
に
撮
れ
ば
西
域
か
ら
來
る
商
質
を
指
す
ら
し
い
　
　
゜
徒
民
政
策
は
早
く
穆
帝
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
、
北
魏
王
朝
の
專
制

　
　
が
、
南
海
か
ら
又
、
北
方
、
東
北
方
か
ら
來
貢
す
る
者
を
も
包
含
し
　
　
盤
制
を
整
備
し
て
い
く
上
に
重
要
な
契
機
を
爲
し
て
い
る
。
特
に
北

　
　
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
西
域
貿
易
極
盛
期
忙
於
て
、
蕃
客
　
　
魏
朝
に
於
て
は
技
術
者
の
國
家
管
理
に
深
い
關
心
が
彿
わ
れ
、
道
武

珈
　
の
稟
食
節
約
が
論
ぜ
ら
れ
ズ
い
る
所
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
西
域
渡
　
　
帝
の
百
工
伎
巧
の
京
師
移
徒
に
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



旺
　
　
し
た
が
っ
て
太
延
以
來
、
．
西
域
と
の
官
螢
交
易
が
開
か
れ
、
こ
れ
　
　
　
太
和
に
於
け
る
北
魏
王
室
の
珍
寳
集
積
は
、
王
室
と
特
定
の
關
係

5　
　
に
鷹
じ
て
民
間
交
易
も
活
濃
と
な
り
、
珍
寳
、
奇
貨
等
と
呼
ば
れ
る
　
　
に
あ
る
商
頁
が
、
第
一
波
時
代
よ
り
活
動
し
た
こ
と
が
大
き
い
力
と
～

　
　
極
め
て
水
準
の
高
い
技
巧
を
要
し
て
出
來
た
奢
移
品
が
流
人
し
、
商
　
　
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
℃

　
　
費
に
つ
れ
て
技
術
者
が
渡
來
し
て
き
た
時
、
道
武
帝
以
來
の
工
巧
管
　
　
　
渡
來
す
る
西
域
商
頁
は
一
般
に
支
配
階
暦
と
極
め
て
親
近
の
關
係

　
　
理
に
封
す
る
強
い
意
圖
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
を
看
取
す
る
。
　
　
　
　
を
結
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
機
會
を
見
て
論
じ
た
い
と

　
　
　
第
一
波
の
時
代
に
は
「
身
分
制
雅
持
」
η
婚
姻
制
嚴
守
」
の
詔
令
の
　
　
考
え
て
い
る
が
、
道
武
帝
と
王
覇
、
太
武
帝
と
涼
州
頁
胡
の
關
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
裏
に
こ
の
姿
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
太
武
帝
は
殊
に
断
乎
と
し
た
庭
　
　
煽
端
の
謎
と
な
ぢ
う
♂
彼
等
は
中
國
に
來
る
途
中
の
山
川
の
形
勢
に

　
　
置
を
以
て
技
術
者
の
朝
廷
直
轄
に
意
を
用
い
て
い
る
。
　
　
　
〆
　
　
詳
し
く
、
し
た
が
っ
て
遊
牧
民
の
軍
事
上
の
動
静
に
も
通
じ
、
北
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　

　
　
　
と
こ
ろ
が
孝
文
帝
時
代
か
ら
大
き
い
肇
嚢
が
北
魏
の
砒
會
を
皇
帝
に
と
・
て
貴
重
な
情
撃
提
供
す
薯
で
あ
・
如
。
具
髄
例
は
幽

　
　
揺
が
し
た
時
、
從
來
の
方
針
を
攣
え
て
官
府
が
管
轄
す
る
商
工
葛
隷
　
　
多
い
が
、
と
に
か
く
、
皇
帝
と
は
相
利
共
棲
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
　
6
6

　
　
は
出
來
る
だ
け
民
耀
放
出
し
、
使
用
希
望
の
者
に
は
こ
の
使
用
を
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
來
な
い
・
　
　
　
　
　
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
　
許
し
さ
え
し
て
い
る
。
）
狙
う
目
的
は
主
と
し
て
勧
農
の
大
方
針
に
滑
　
　
　
第
二
波
時
代
に
は
上
下
を
畢
げ
て
商
販
に
從
う
時
で
、
洛
陽
城
光

　
　
わ
し
め
る
た
め
で
あ
輪
・
墾
は
孝
文
帝
の
異
常
な
決
意
麦
感
じ
且
爪
は
こ
の
盛
況
を
示
し
て
く
れ
た
・
北
魏
デ
柔
・
ト
は
監
察
宴

　
　
る
が
、
太
和
八
年
の
百
官
班
豫
の
際
に
行
わ
れ
た
官
僚
暦
か
ら
商
頁
　
　
派
遣
し
て
・
冒
僚
の
商
業
從
事
を
糾
劾
し
よ
う
と
し
た
が
、
貿
易
極
盛

　
　
を
断
じ
よ
う
と
し
た
措
置
に
、
北
魏
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
形
成
過
程
に
　
　
期
に
於
け
る
風
潮
の
大
勢
は
い
か
ん
と
も
爲
し
得
す
、
商
頁
工
巧
の

　
　
於
け
る
見
事
な
一
つ
の
結
節
鮎
を
見
出
し
た
。
翌
年
均
田
制
畿
布
、
　
　
蓬
頭
が
顯
著
で
あ
っ
た
。
こ
の
爲
め
、
民
間
に
流
通
す
る
珍
寳
を
王

　
　
つ
貸
い
て
三
長
制
の
成
立
と
、
新
し
い
歩
み
を
辿
る
中
に
．
王
室
に
　
　
府
に
集
中
し
よ
う
と
す
る
デ
ス
ポ
ッ
ト
の
意
圖
は
室
文
に
絡
っ
た
。

　
　
積
ま
れ
た
珍
寳
類
が
お
び
た
壁
し
く
、
し
か
も
帝
徳
宣
威
の
爲
に
そ
　
　
太
武
帝
よ
り
孝
文
帝
を
経
て
、
商
賞
、
工
巧
に
封
す
る
態
度
は
曲
折

　
　
れ
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
し
て
こ
臨
に
至
る
が
、
事
情
は
全
く
異
っ
て
、
貿
易
を
通
じ
て
デ
ス



　
　
ポ
テ
ィ
ズ
ム
確
立
に
役
立
て
る
こ
と
ぱ
絵
程
な
く
な
ッ
た
と
考
え
ら
　
　
　
北
魏
皇
帝
は
こ
れ
ら
珍
寳
を
賑
憧
、
行
賞
、
示
威
、
貨
幣
の
獲
得
、

　
　
れ
る
。
　
　
　
　
　
辱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
等
、
多
方
面
に
用
い
た
。
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ん
形
成
の
重
要
手
段
と
し

　
　
　
さ
て
呂
思
勉
氏
の
研
究
に
も
あ
る
が
、
從
來
、
北
魏
に
も
た
ら
さ
　
　
て
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
國
内
に
於
て
進
め
ら
れ
る
均
田
制
的
牧
奪

　
　
れ
た
西
域
奢
修
品
は
軍
に
射
利
的
に
行
わ
れ
た
活
動
の
結
果
で
あ
る
、
　
髄
制
と
、
正
に
相
憲
じ
る
も
の
で
あ
り
、
北
魏
王
朝
の
性
格
究
明
の

　
　
と
い
う
論
は
當
を
得
て
い
な
い
っ
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
噸
　
　
　
　
側
面
が
こ
瓦
に
あ
る
。

　
　
　
北
魏
｝
代
を
通
じ
て
、
常
に
王
室
に
珍
寳
が
集
積
さ
れ
よ
う
と
し
　
　
　
以
上
の
如
く
考
察
す
れ
ば
、
貿
易
開
始
と
ふ
も
に
將
來
さ
れ
た
西

　
　
て
い
る
し
、
又
、
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
確
立
の
た
め
、
貴
族
、
豪
門
、
　
域
品
は
、
「
奢
修
品
」
「
享
樂
品
」
で
あ
り
、
軍
に
日
曜
日
的
審
美
感

　
　
官
僚
暦
に
そ
れ
が
流
入
し
て
い
か
な
い
よ
う
に
警
戒
し
て
い
る
か
ら
　
　
　
を
樂
し
ん
だ
も
の
、
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

　
　
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
北
魏
以
前
、
河
西
諸
國
の
歌
況
と
、
東
西
　
　
　
最
後
に
咽
言
附
加
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
西
域
よ
り
渡
來
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
螺

　
　
爾
魏
、
北
齊
、
北
周
の
時
代
に
ま
で
覗
野
を
振
大
す
れ
ば
理
解
さ
れ
　
　
た
｝
部
の
技
術
は
、
北
魏
肚
會
に
脅
得
さ
れ
た
が
（
前
掲
、
瑠
璃
製
　
6
7

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造
な
ど
）
、
そ
れ
も
一
時
的
な
も
の
し
か
な
ら
す
、
間
も
な
く
忘
れ
ら
　
　
一

　
　
　
當
時
、
交
換
債
値
の
高
か
っ
た
珍
寳
の
中
、
殊
に
金
銀
寳
器
類
が
　
　
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
明
掻
取
の
態
度
は
、

　
　
高
債
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貴
金
屡
で
あ
る
金
、
銀
に
、
高
度
の
　
　
日
本
の
場
合
と
全
然
異
っ
て
い
る
。

　
　
技
巧
を
こ
ら
し
て
珍
奇
な
形
に
し
た
奢
修
品
、
装
飾
品
は
、
た
と
え
、
　
　
日
本
が
五
ー
六
世
紀
に
大
陸
や
，
朝
鮮
牟
島
か
ら
露
化
人
を
迎
え
た

　
　
蜜
用
に
は
供
せ
ら
粥
な
く
と
竜
、
原
料
の
屡
性
か
ら
考
え
れ
ば
首
肯
　
　
時
．
一
定
の
地
域
に
居
佳
せ
し
め
、
中
央
政
府
の
管
轄
下
に
属
せ
し

　
　
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
稀
少
の
金
属
で
あ
る
上
に
軍
位
髄
積
の
比
重
、
　
め
て
い
る
。
そ
し
て
特
定
期
間
を
限
り
上
番
せ
し
め
・
特
殊
技
術
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
が
重
く
、
地
金
協
均
質
で
債
値
尺
度
と
も
な
り
、
融
解
す
れ
ば
良
質
　
　
從
事
せ
し
め
、
終
れ
ば
佳
居
地
に
還
し
て
い
る
6
、
こ
の
よ
う
な
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
貨
幣
と
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
金
銀
工
巧
之
人
」
の
肚
會
的
意
義
　
　
立
っ
た
態
度
は
つ
い
に
北
魏
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
完
）

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
@
は
大
き
い
。
　
”
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
追
記
　
河
地
重
造
氏
「
北
魏
王
朝
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」



鵬
　
　
は
、
い
ろ
い
ろ
拙
稿
に
關
連
す
る
黙
多
く
、
頗
る
稗
釜
す
る
と
こ
．
　
　
　
い
う
。

　
　
　
．
う
が
あ
っ
た
・
紙
上
を
借
り
て
御
禮
申
上
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
元
帝
も
亦
、
百
工
、
商
頁
は
各
々
そ
の
分
を
守
る
ご
と
を
教
え
て
い
る
。
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
來
、
西
域
貿
易
が
展
開
さ
れ
、
商
質
が
多
数
渡
米
し
、
國
内
商
販
が
頗

　
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
盛
行
し
た
時
・
北
魏
王
朝
は
商
質
・
工
巧
に
分
限
を
守
る
こ
と
を
幾
度

　
　
　
①
河
地
重
遭
氏
「
北
朝
王
朝
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」
東
洋
史
研
究
　
　
・
　
か
命
令
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
項
を
追
う
て
本
論
に
論
す
る
。

　
　
　
　
皿
の
5
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
⑲
・
魏
書
L
巻
四
上

　
　
　
②
内
田
吟
風
氏
「
北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
及
び
諸
北
族
系
貴
族
の
地
位
」
　
　
　
⑭
伊
瀬
仙
太
郎
氏
「
北
魏
の
西
域
纒
螢
」
前
掲
硯
究
報
告
書

　
　
　
　
東
洋
史
硯
究
1
の
3
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
⑮
「
階
書
」
食
貨
志
「
魏
書
」
巻
六
七
・
邪
轡
傳
・
松
田
壽
男
博
士
「
中
央

　
　
　
③
山
崎
宏
博
士
「
北
魏
大
人
官
に
つ
い
て
」
史
學
雑
誌
5
4
の
8
。
佐
久
間
吉
　
　
　
　
ア
ジ
ア
史
L
支
那
人
の
西
域
経
管
の
項

　
　
　
～
也
氏
「
北
魏
の
領
民
酋
長
制
に
つ
い
て
」
輻
島
大
學
學
藝
學
部
硯
究
報
告
　
　
⑯
「
魏
書
」
巻
二
・
粟
特
國
の
條

　
　
　
④
岡
田
芳
三
郎
氏
「
後
魏
朝
地
方
政
治
の
實
際
」
東
洋
史
研
究
5
の
2
。
　
・
　
　
⑰
「
北
史
」
巷
九
七
、
太
李
御
覧
巻
八
〇
七
、
珍
寳
部
、
瑠
璃

　
　
　
⑤
呂
思
勉
氏
「
爾
蛮
日
南
北
朝
史
」
。
伊
瀬
仙
太
郎
氏
「
北
魏
の
西
域
経
螢
」
昭
　
　
　
⑬
呂
思
勉
氏
「
雨
脅
南
北
朝
史
」
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
層

　
　
　
　
和
二
十
六
年
東
京
學
藝
大
學
研
究
報
告
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
「
魏
書
」
巻
四
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
⑤
＆

　
　
　
⑥
十
六
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Official Trade under the Pei-wei :ftll Dynasty

S. Maeda

. The trade between Turkistan and China was opened sinceWu-ti

m:ifif of the Han' il: Dynasty and came to be flourished toward the
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regnal year of Ta.i-yen :tf!f of ,Pei-wei. When the first wave of trade

.came, the Chinese Government caught it and gathered the Turkistan

technicians under the direct cOntrol of the despotic Government.. After

a short interval the wave came on breast-high and e~en the nobles

were engaged in trading transactions. We do well to remenber the
de~criptions of Lo-yang-chia-Ian-chi 1~~1JJO~~c.: The attitude of the

Government tow,ard this situation was the same-that is to regulate the
trade because of its consciousness of the importance of the Turkistan

goods for the Chinese economy. I am not of the ordinary opinion ~hat

China opened the trade only for lust of gain.
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